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新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての保育所等

の対応について 

 

子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の、当面の間の登園回

避及び保育所等の臨時休園の措置に関する方針等については、これまで「保育所

等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応につい

て（第二報）」（令和 2年 2月 25日付け事務連絡）などでお示ししてきたところ

ですが、このたび小学校、中学校、高等学校等について臨時休業が要請されたこ

とを踏まえ、保育所等の対応について、別紙のとおり取りまとめましたので、お

知らせします。 

 

（保育所、地域型保育事業所、一時預かり事業について） 

厚生労働省子ども家庭局保育課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８５４，４８５３） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－２６７４ 

E-mail：hoikuka@mhlw.go.jp 

 

 

（子育て援助活動支援事業、放課後児童クラブについて） 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９６６） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－２７４９ 

E-mail：clubsenmon@mhlw.go.jp 

  

  

（別添１）
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新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連して

の保育所等の対応について（令和 2年 2月 27日時点） 

 

（保育所について） 

１．今回の要請は、小学校、中学校、高等学校等については、現に感染が拡大し

ていない地域においても、感染のリスクを予防する観点から、春休みの前段階

として、臨時休業を要請するものである。 

一方、保育所については、保護者が働いており、家に１人でいることができ

ない年齢の子どもが利用するものであることや、春休みもないなど学校とは異

なるものであることから、感染の予防に留意した上で、原則として開所してい

ただくようお願いしたい。 

 

２．ただし、「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生し

た場合の対応について（第二報）」に基づき、保育所の園児や職員が罹患した

場合又は地域で感染が拡大している場合は、臨時休園を検討されたい。その場

合にも、その子どもの預かりが必要な場合の対応として、訪問型一時預かりや

保育士による訪問保育等の代替措置を講じていただくようお願いしたい。 

 

（放課後児童クラブについて） 

１．放課後児童クラブについては、共働き家庭など留守家庭の小学校に就学して

いる子どもを対象としており、特に小学校低学年の子どもは留守番をするこ

とが困難な場合があると考えられ、学校と異なるものであることから、感染の

予防に留意した上で、原則として開所していただくようお願いしたい。その際、

開所時間については、長期休暇などにおける開所時間（原則、１日につき８時

間）に準じた取扱いとするなど、可能な限り柔軟な対応をお願いしたい。 

 

２．また、追加で費用が発生する場合には、「子ども・子育て支援交付金」の国

庫補助基準額の範囲内で補助することとしている。加えて、当該期間中に受け

入れ児童数が多くなること等に伴い、支援の単位を増やして放課後児童クラ

ブを実施する場合には、既存の長期休暇支援加算の対象とすることができる。

これらの追加費用については、内閣府より再度追加の交付申請を受け付ける



 

予定としているので、適切に申請していただくようお願いしたい。 

 

３．職員の確保については、放課後児童クラブの利用者へのサービス提供を維持

するため、職員の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携や、市町村

における放課後児童クラブ等関係団体への協力要請等を通じて、他の児童福

祉施設等からの職員の応援が確保されるよう、必要な対応をお願いしたい。 

 

４．なお、「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した

場合の対応について（第二報）」に基づき、放課後児童クラブの利用児童や職

員が罹患した場合又は地域で感染が拡大している場合は、各市区町村におい

て臨時休業を検討されたい。その場合にも、その子どもの預かりが必要な場合

の対応として、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事

業）やベビーシッターの活用等の代替措置を検討していただくようお願いし

たい。 

 

 



（別添２） 

事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ２ 月 1 4 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

 

 

今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の診療報酬上の評価

を適切に行う観点から、当該保険医療機関の入院基本料に係る施設基準について、臨時的な

対応として下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の

保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 

なお、下記の取扱いは、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関の診療

報酬上の評価を適切に行う観点から行うものであって、看護要員の労働時間が適切であるこ

とが求められることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看護

要員の過重労働の防止に配慮すべきであることを申し添える。 
 

記 

 

 

１．定数超過入院について 

（１）「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料

の算定方法について」（平成 18年３月 23日保医発第 0323003号）の第１の３において、

保険医療機関が、医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合の取扱いに係り、「災

害等やむを得ない事情」の場合は、当該入院した月に限り減額の対象としないとされて

いるところである。今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより超

過入院となった保険医療機関にあっては、この規定にかかわらず、当面の間、同通知第

１の２の減額措置は適用しないものとすること。 

 

（２）（１）の場合においては、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する

費用の額の算定方法」（平成 30 年厚生労働省告示第 68 号）の第４項第一号に掲げるＤ

御中 



ＰＣ対象の保険医療機関が医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合の取扱い

によらず、当面の間、従前の通り診断群分類点数表に基づく算定を行うものとすること。 

 

２．施設基準の取扱いについて 

（１）新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等

し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関及び新型コロナウ

イルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したことにより職員が

一時的に不足し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関につ

いては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

（平成 30 年３月５日保医発 0305 第２号。以下「基本診療料の施設基準等通知」とい

う。）の第３の１（１）の規定にかかわらず、当面、月平均夜勤時間数については、

１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいも

のとすること。 

 

（２）また、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に

急増等した保険医療機関及び新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機

関等に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、基

本診療料の施設基準等通知の第３の１（３）及び（４）の規定にかかわらず、１日当た

り勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の数、看

護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率につ

いては、当面、１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わな

くてもよいものとすること。 

 

（３）上記と同様の場合、ＤＰＣ対象病院について、「ＤＰＣ制度への参加等の手続きにつ

いて」（平成 30年３月 26日保医発 0326第７号)の第１の４（２）②に規定する「ＤＰ

Ｃ対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよいも

のとすること。 

 

（４）（１）から（３）の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等

したこと又は新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を

派遣したことにより職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。 

 

３．診療報酬の取扱いについて 

別添のとおりとする。 

 

以上 

 

 

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係 

  TEL:03-5253-1111（内線 3172） 

   FAX:03-3508-2746 



（別添） 

問１ 保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症患者等を医療法上の許可病床数を超過

して入院させた場合等は、どの入院基本料、特定入院料を算定するのか。 

（答） 

  当面の間、以下の取扱いとする。 

 

＜原則＞ 

実際に入院した病棟（病室）の入院基本料・特定入院料を算定する。 

 

＜会議室等病棟以外に入院の場合＞ 

速やかに入院すべき病棟へ入院させることを原則とするが、必要とされる診療が行われて

いる場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が入院すべ

き病棟の入院基本料を算定する。 

この場合、当該患者の状態に応じてどのような診療や看護が行われているか確認できるよ

う、具体的に診療録、看護記録等に記録する。 

 

＜医療法上、本来入院できない病棟に入院（精神病棟に精神疾患ではない患者が入院した場

合など）又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院（回復期リハビリテーシ

ョン病棟に施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合など）した場合＞ 

○ 入院基本料を算定する病棟の場合  

入院した病棟の入院基本料を算定する（精神病棟に入院の場合は精神病棟入院基本料を算

定。）。 

ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注３の規定に係らず、入院基本料を

算定する。 

 

○ 特定入院料を算定する病棟の場合 

医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置により、算定する

入院基本料を判断すること（一般病床の回復期リハビリテーション病棟に入院の場合は 13

対１又は 15 対１の看護配置を求めていることから、地域一般入院基本料を算定。）。 

 

問２ 保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、

特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入

院（例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態で

はない患者が入院した場合など）した場合に、特定入院料等に規定する施設基準の要件

についてどのように考えればよいか。 

（答） 

  保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、特定

入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院（例えば



回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が

入院した場合など）した場合には、当面の間、当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか

否か判断する。 

 

問３ 新型コロナウイルス感染症患者等を第二種感染症指定医療機関である保険医療機

関に入院させた場合、Ａ２１０の２二類感染症患者入院診療加算を算定できるか。 

（答） 

算定できる。ただし、当該点数を算定できる入院基本料を算定している場合に限る。 

 

問４ 新型コロナウイルス感染症患者等を個室に入院させた場合には、Ａ２２０－２二類

感染症患者療養環境特別加算を算定できるか。 

（答） 

問３と同様に、算定できる。ただし、当該点数を算定できる入院基本料を算定している場

合に限る。なお、Ａ２１０の２二類感染症患者入院診療加算との併算定も、要件を満たせば

可である。 

 

問５ 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「帰国者・接触者相談センター」等に

連絡し、その指示等により、200 床以上の病院で、帰国者・接触者外来等を受診した場

合、初診時の選定療養費の取扱いはどうなるか。 

（答） 

  この場合、「緊急その他やむを得ない事情がある場合」に該当するため。初診時の選定療

養費の徴収は認められない。 

 



（別添３） 

 

事 務 連 絡  

令和２年２月１3 日  
 

都道府県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）御中 

特別区 

 
 

 厚生労働省医政局地域医療計画課 

 

 

医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

 

医療機関における新型コロナウイルス感染症対策については、令和２年 1 月 31

日「医療施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について」（令和２年

１月 31日付け事務連絡）等により周知しているところです。 

今般、和歌山県において医療従事者の新型コロナウイルス感染事例が発生したこ

とも踏まえ、貴職におかれましては、改めて院内感染防止体制の徹底について、貴

管下医療機関に対し指導を行うようお願いいたします。 

なお、令和２年２月 10 日に国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際

感染症センターから、感染対策等について記載された「新型コロナウイルス感染症

に対する感染管理」が、同年２月 12 日に日本環境感染学会から「医療機関におけ

る新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」が公開されています。また、日本感

染症学会、日本環境感染学会の HP 上にも新型コロナウイルス感染症に係る情報が

掲載されていますので、これらについての周知も併せてお願いいたします。 

 

 

（参考） 

〇「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（2020 年２月 10 日国立感染症

研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター） 

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-200210.pdf 

 

〇「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」(2020年２月 12

日 日本環境感染学会) 

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=332 

 

〇「新型コロナウイルス（COVID-19）感染症への対応について」（一般社団法人 日

本感染症学会） 

http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31 

 

〇「新型コロナウイルス（2019－nCoV）感染症への対応について」（一般社団法人

日本環境感染学会） 

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328 

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-200210.pdf
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=332
http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328


（別添４） 

事 務 連 絡  

令和２年２月 21 日  
 

都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部（局）御中 

特 別 区 

 
 

 厚生労働省医政局地域医療計画課 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について（その２） 
 

 

医療機関における新型コロナウイルス感染症対策については、「医療施設等にお

ける新型コロナウイルス感染症への対応について」（令和２年１月 31日付け事務連

絡）、「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」（令和２年

２月 13日付け事務連絡）等により周知をお願いしているところです。 

今般、和歌山県の医療機関において新型コロナウイルス感染事例が発生し、感染

者の一部は、当該医療機関の外来区域にて感染した可能性が考えられており、引き

続き調査が行われています。また、神奈川県においても、医療従事者の新型コロナ

ウイルス感染事例が発生しており、同様に調査が行われております。 

本日（令和２年２月 21日）、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国

際感染症センターが作成した「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が改

定されました。その中では、外来における感染防止のための留意事項が記載されて

おり、以下に抜粋いたしましたので、上記事務連絡とあわせて参考にするよう、貴

管下医療機関に対して周知をお願いいたします。 

 

 

（参考） 

 

○「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（2020 年２月 21 日国立感染症

研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html 

 

 

 

  

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html


 

＜外来における新型コロナウイルス感染症の留意事項＞ 
（「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理（改訂 2020年２月 21日）」より抜粋） 

 

この文書は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が疑われる場合の感染予

防策について、医療関係者及び保健所が参照することを想定し作成した。 

今後、疫学的所見や病原体に関する新たな知見の蓄積に伴い、この内容は適宜

更新される。 

 なお、COVID-19の疑いに関わらず、原則として以下は常に行うべきである。 

 

・外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、ま

たは発熱や呼吸器症状を訴える患者どうしが、一定の距離を保てるように配

慮する。呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを着用させる。 

・医療従事者は、標準予防策を遵守する。つまり、呼吸器症状のある患者の診

察時にはサージカルマスクを着用し、手指衛生を遵守する。サージカルマス

クや手袋などを外す際には、それらにより環境を汚染しないよう留意しなが

ら外し、所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵守し、手指衛生の前に

目や顔を触らないように注意する。 

・医療従事者は、健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療

行為を行わずに休職するようにする。 

 

１ 医療機関における COVID-19の疑いがある人や COVID-19患者の診療時の感染

予防策 

COVID-19患者（確定例）、疑似症患者、濃厚接触者のうち何らかの症状を

有する者を診察する場合、 

Ⅰ 標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う 

Ⅱ 診察室および入院病床は個室が望ましい 

Ⅲ 診察室および入院病床は十分換気する 

Ⅳ 患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実

施する際には N95 マスク（または DS2など、それに準ずるマスク）、眼

の防護具（ゴーグルまたはフェイスシールド）、長袖ガウン、手袋を装着

する 

Ⅴ 患者の移動は医学的に必要な目的に限定する 

なお、職員（受付、案内係、警備員など）も標準予防策を遵守する。 

 

・N95マスクの使用に際しては事前のフィットテストと着用時のシールチェッ

クを行い、マスク、ゴーグルまたはフェイスシールド、長袖ガウン、手袋な

どの PPEを脱ぐ際の手順に習熟し、汚染された PPEにより環境を汚染しない

ように注意する。手指衛生を実施しないまま、自身の眼や顔面を触れないよ

うにする。 

 

２ 自宅等での感染予防策 

(略) 

 

３ 環境整備 



 

・環境中における新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の残存期間は現時点で

は不明である。他のコロナウイルスに関しては、２０度程度の室温におけ

るプラスチック上で、SARS-CoVでは 6～9日、MERS-CoVでは 48時間以上と

する研究がある。 

・インフルエンザウイルス A（H1N1）pdm09の残存期間は数時間程度であ

り、SARS-CoV、MERS-CoVはインフルエンザウイルスに比較して残存期間が

長い。 SARS-CoV-2についてもインフルエンザウイルスに比較して環境中

に長く残存する可能性があり、医療機関や高齢者施設、不特定多数が利用

する施設内、濃厚接触者の自宅においては、アルコール清拭による高頻度

接触面や物品等の消毒の励行が望ましい。 

 

以上 



 

 

（別添５） 

事 務 連 絡 

令和２年２月 25 日 

 

 

  都道府県   

各 保健所設置市 衛生主管部（局） 御中 

  特別区   

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

 

医療施設等における感染拡大防止のための留意点について 

 

 

医療施設等における新型コロナウイルス感染症対策については、「医療施設

等における新型コロナウイルス感染症への対応について」 （令和２年１月 31 

日付け事務連絡）、「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応に

ついて」（令和２年２月 13 日付け事務連絡）、「医療機関における新型コロナ

ウイルス感染症への対応について（その２）」（令和２年２月 21日付け事務連

絡）などでお示ししているところです。 

本日、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が策定され、その中で、

今後の健康被害を最小限に抑えるために重要な時期であり、院内感染対策の

更なる徹底を図ることとされていることも踏まえ、新型コロナウイルスによ

る感染の拡大防止の観点から、以下の点に特に留意していただきますようお

願いいたします。 

 

記 

 

１ 職員等への対応について 

（１）職員のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性がある

と考えられる者も含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、ア

ルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「医療機関にお

ける新型コロナウイルス感染症への対応について」（令和２年２月 13 日付

け事務連絡）等を参照の上、対策を徹底すること。 



 

 

 

 

（２）職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には

出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合に

あっては、解熱後２４時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで

は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、

引き続き当該職員の健康状態に留意すること。 

   該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努める

こと。 

   ここでいう職員とは、医療従事者だけでなく、事務職等、当該医療機関の

すべての職員やボランティア等を含むものとする。 

  

（３）面会については、感染経路の遮断という観点から、感染の拡大状況等を踏

まえ、必要な場合には一定の制限を設けることや、面会者に対して、体温を

計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断るといった対応を検討

すること。 

  

（４）取引業者、委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限

られた場所で行うことや、施設内に立ち入る場合については、体温を計測し

てもらい、発熱が認められる場合には入館を断るといった対応を検討するこ

と。 

 

（５）なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満

たすことができなくなる場合等については、当該医師等を医療法施行規則第

19条、第 21条の２、第 22条の２、第 22条の６に定める医師等の数の算定

に加える取扱いとして差し支えないこと。 

 

２ 患者等への対応について 

医療機関における新型コロナウイルス感染症の疑いのある人や患者の診

療時の感染予防策については、「医療機関における新型コロナウイルス感染

症への対応について（その２）」（令和２年２月 21日付け事務連絡）等に基づ

き、適切に対応すること。 

 

 

 



                        事 務 連 絡 

                           令和２年２月１４日 

 

都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

中核市 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

            厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（その２） 

 

 

標記については、「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応につ

いて（令和２年２月 13日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）」

及び「保育所等における新型コロナウイルスへの対応について（令和２年２月 13

日厚生労働省子ども家庭局保育課ほか連名事務連絡）」において、留意事項等を

お送りしているところです。 

国内の感染拡大防止に万全を期すため、対応にあたっては、感染対策マニュア

ル等を参照しつつ、一人一人の咳エチケットや手洗いなどの実施が重要となっ

てきますので、下記の啓発ポスターも掲示するなど、職員や子ども、障害者及び

高齢者並びにこれらの家族等に対する情報提供並びに感染症対策に努めていた

だくようお願いします。 

また、管下の社会福祉施設等に対しても周知をお願いするとともに、都道府県

におかれましては、管内市町村（特別区を含む。）に対する周知をお願いいたし

ます。 

なお、厚生労働省のホームページにおいて「新型コロナウイルスに関する Q＆

A」等を公表・更新しておりますので、あわせて周知をお願いいたします。 

CSVAH
テキスト ボックス
（別添６）



 

（参考） 

・マスクについてのお願い 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000594878.pdf 

 

・一般的な感染症対策について 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf 

 

・手洗いについて 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf 

 

・咳エチケットについて 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593495.pdf 

 

・新型コロナウイルス感染症について（Ｑ＆Ａ等） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

・「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf 

 

・「保育所における感染症対策ガイドライン」（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf 

 

※ 障害福祉サービス等事業者等については「保育所における感染症対策ガイ

ドライン（2018年改訂版）」や「高齢者介護施設における感染対策マニュアル

改訂版」をご参照いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000594878.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593495.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf


事 務 連 絡 

令和２年２月 18 日 

 

  都道府県   

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の 

対応について 

 

社会福祉施設等（通所・短期入所等に限る。以下同じ。）の利用者等（社会福

祉施設等の利用者及び職員をいう。以下同じ。）に新型コロナウイルス感染症が

発生した場合には、事態に迅速に対処するため、当面の間、別紙のとおりの対応

とします。 

つきましては、事前に十分把握いただき、万が一新型コロナウイルス感染症

が発生した場合には、関係機関等との連携に十分留意した上で、御対応よろし

くお願いいたします。 

また、管下の社会福祉施設等に対しても周知をお願いするとともに、都道府

県におかれましては、管内市区町村に対する周知をお願いいたします。 

なお、ご不明な点等があれば、以下に御連絡・御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSVAH
テキスト ボックス
（別添７）



（公衆衛生対策に関するお問い合わせ） 

※公衆衛生に関するお問い合わせについては、衛生主管部局を通じて、厚生

労働省健康局結核感染症課にお問い合わせください。 

（児童心理治療施設及び児童自立支援施設（いずれも通所に限る。）並びに

子育て短期支援事業に関するお問い合わせ） 

〇厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ： ０３－５２５３－１１１１（内線４８６７、４８６８） 

（障害福祉サービス事業所等に関するお問い合せ） 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

（障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業のうち日中一時支援に関す

るお問い合わせ） 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３０２２） 

（介護保険サービスに関するお問い合わせ） 

〇厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７５、３９７３） 

〇厚生労働省老健局高齢者支援課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

〇厚生労働省老健局振興課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９３７、３９７９） 

〇厚生労働省老健局老人保健課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 

 

  



（別紙） 

 

社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が 

発生した場合等の対応 

（２月 18日時点） 

 

【発生情報の社会福祉施設等への連絡について】 

１． 新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者等について、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第

12 条第 1 項の届出を受けた都道府県、保健所を設置する市又は特別区（以

下「都道府県等」という。）は、本人又は家族の同意を得て、届出を受けた内

容について、当該利用者等が利用する社会福祉施設等の認可権者等に連絡す

る。（※）連絡を受けた認可権者等は、当該社会福祉施設等と情報を共有す

る。 

（※）認可権者等が市区町村でない場合には、社会福祉施設等の所在する市区

町村にも連絡すること。 

 

【利用停止等の措置及び臨時休業等の判断について】 

２． 社会福祉施設等は、当該利用者等に対して、治癒するまでの間、利用を避

けるよう本人又は家族等に要請する。また、認可権者等及び社会福祉施設等

は、都道府県等が行う感染経路の特定や濃厚接触者の特定等に協力する。 

 

３． 都道府県等は、主に地域での流行早期の段階に行われる公衆衛生対策の

観点からの休業の必要性の有無について判断し、必要であると判断した場合、

社会福祉施設等に対し、その全部又は一部の休業を要請する。 

また、都道府県等は、感染のおそれがある利用者等について、必要と認め

る場合には、認可権者等を通じて社会福祉施設等に対し、サービス利用を避

けるよう要請する。 

 

【地域住民や家族への情報提供等】 

４． 都道府県等は、地域の住民等に対し、正しい理解を得るための必要な情報

を提供するとともに、認可権者等と連携して、社会福祉施設等を通じて、家

族等に対しても同様に情報を提供する。 

 

 

 



事 務 連 絡 

令和２年２月 21 日 

 

 

  都道府県   

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の 

対応について（令和２年２月 18日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて 

 

 

社会福祉施設等（通所・短期入所等に限る。）の利用者及び職員に新型コロナ

ウイルス感染症が発生した場合の対応については、「社会福祉施設等の利用者等

に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について（令和２年２月

18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）」でお示ししていると

ころですが、特にご質問の多い事項について別紙のとおりＱ＆Ａとしてとりま

とめました。 

管下の社会福祉施設等に対しても周知をお願いするとともに、都道府県にお

かれましては、管内市区町村に対する周知をお願いいたします。 

  

CSVAH
テキスト ボックス
（別添８）



 

 

（公衆衛生対策に関するお問い合わせ） 

※公衆衛生に関するお問い合わせについては、衛生主管部局を通じて、厚生

労働省健康局結核感染症課にお問い合わせください。 

 

（児童心理治療施設及び児童自立支援施設（いずれも通所に限る。）並びに

子育て短期支援事業に関するお問い合わせ） 

〇厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６８） 

 

（障害福祉サービス事業所等に関するお問い合せ） 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

 

（障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業のうち通所・短期入所に係

る支援を提供するものに関するお問い合わせ） 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３０２２） 

 

（介護保険サービスに関するお問い合わせ） 

〇厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７５、３９７３） 

〇厚生労働省老健局高齢者支援課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

〇厚生労働省老健局振興課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９３７、３９７９） 

〇厚生労働省老健局老人保健課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 

 

 

  



（別紙） 

 

「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の

対応について（令和２年２月 18日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて 

（令和２年２月 21日現在） 

 

 

問１ 社会福祉施設等（通所・短期入所等に限る。）は具体的にはどのような

サービスが該当するのか。入所施設・居住系サービスは含まれない解釈で

よいか。 

（答） 

 貴見のとおり。 

 なお、具体的には以下のとおり。 

 

○ 介護保険サービスについて 

   通所介護、地域密着型通所介護、（介護予防）短期入所生活介護、（介護予

防）通所リハビリテーション、（介護予防）短期入所療養介護、療養通所介

護、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）短期利用認知症対応型

共同生活介護費、（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能

型居宅介護（※） 

 

（※）（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護は

その事業全てを臨時休業の対象とするわけではないが、提供するサービ

スのうち、短期入所・通所に相当するサービスについては自粛を要請する

こととなる。 

 

○ 障害福祉サービス事業所等について 

  ・ 生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定

着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを提

供する事業所 

・ 地域生活支援事業のうち地域活動支援センターや日中一時支援などを

運営・提供する事業所 

 

○ 児童福祉施設等について 

   児童心理治療施設及び児童自立支援施設（いずれも通所に限る。）並びに

子育て短期支援事業 

 

 



問２ 事務連絡３．における休業要請を行う「都道府県等」とは、衛生主管部

局と民生主管部局のどちらか。 

（答） 

 衛生主管部局である。 

 

 

問３ 都道府県等が行う休業要請に法的根拠はあるのか。 

また、社会福祉施設等は休業要請に従う義務はあるのか。 

（答） 

 都道府県等が行う休業要請には法的根拠はないが、感染症のまん延防止を図

るという観点から、都道府県等の判断で要請するものである。 

また、社会福祉施設等は、休業要請に従う義務はないが、同様の観点から必要

な場合には休業を行っていただくようお願いしたい。 

 

 

問４ 都道府県等が行う休業要請は施設単位で行うのか、それとも地区単位

で行うのか。 

（答） 

 施設単位での休業要請を想定しているが、公衆衛生対策の観点から必要があ

れば、地区単位での休業要請も妨げるものではない。 

 

 

問５ 都道府県等が要請する休業期間に定めはあるのか。 

また、都道府県等の休業要請を受け、社会福祉施設等が臨時休業した場

合、その休業期間に定めはあるのか。 

（答） 

 要請する休業期間については、各地域の状況を踏まえ、認可権者等や社会福祉

施設等の関係機関と適宜調整の上、都道府県等（衛生主管部局）に判断いただく

ことになる。 

また、休業要請に応じて、社会福祉施設等が実際休業を行う期間については、

社会福祉施設等において、必要に応じて都道府県等（衛生主管部局）に相談の上、

判断いただくことになる。 

 

 

 

 

 



問６ 老人保健施設や特別養護老人ホーム内で通所や短期入所系のサービス

を実施することもあるが、そのような場合、通所や短期入所系サービス以

外も含む全てについて休業要請がなされるのか。 

（答） 

通所や短期入所系のサービスの部分のみ休業を要請することとなる。 

 

 

問７ 認可権者等は具体的に何をすればいいのか。 

（答） 

衛生主管部局との連携を十分に行っていただき、例えば、疫学調査に社会福祉

施設等が協力するようサポートするとともに、休業することにより必要となる

代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で社会福祉施設等において必要

な対応がとられるよう、必要に応じて指導、助言を行うことが考えられる。 

 



事 務 連 絡 

令和２年２月 23 日 

 

  都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課  

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課  

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について 

 

 

標記については、当面の考え方として「社会福祉施設等における新型コロナウ

イルスへの対応について（令和２年２月 13 日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

ほか連名事務連絡）」（以下「２月 13 日事務連絡」という。）に基づき対応いただ

いているところです。 

２月 22 日、東京都において、施設の職員が新型コロナウイルスに感染する事例

が発生しました。 

ついては、２月 13 日事務連絡について、内容を改めてご確認の上、対応を徹底

いただくようお願いいたします。 

なお、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国際感染症センターに

おいて「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が作成されています。本

文書は、医療関係者及び保健所が参照することを想定し作成されたものですが、

２月 13 日事務連絡とあわせて参考にしていただくようお願いいたします。 

管下の社会福祉施設等に対しても周知をお願いするとともに、都道府県におか

れましては、管内市町村（特別区を含む。）に対する周知をお願いいたします。 

 

 

（参考資料） 

・社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（令和２年２月

13 日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）（別添１） 

・「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（2020 年２月 21 日国立感染症

研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター）（別添２） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html 

 

  

CSVAH
テキスト ボックス
（別添９）



 

（問合せ先） 

 

＜新型コロナウイルス関連肺炎についての厚生労働省電話相談窓口＞ 

ＴＥＬ：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル） 

※受付時間 ９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施） 

 

 ＜児童福祉施設等に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６７、４８６８） 

○厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

  ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９７６、４９７７） 

 

 ＜保護施設に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省社会・援護局保護課 

    ＴＥＬ：０３―５２５３－１１１１（内線２８２４） 

 

 ＜障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ＞ 

  ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

 

＜介護保険サービスに関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７５、３９７３） 

○厚生労働省老健局高齢者支援課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

○厚生労働省老健局振興課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９３７、３９７９） 

○厚生労働省老健局老人保健課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 

 

 



事 務 連 絡 

令和２年２月 13 日 

 

  都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課  

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課  

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について 

（令和２年２月 13日現在） 

 

 

標記については、当面の考え方として「社会福祉施設等における新型コロナウ

イルスへの対応について（令和２年１月 31日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

ほか連名事務連絡）」に基づき対応いただいているところですが、中華人民共和国

湖北省に滞在歴がある外国人及び同省で発行された同国旅券を所持する外国人に

加えて、２月 13日午前０時から、同国浙江省に滞在歴がある外国人及び同省で発

行された同国旅券を所持する外国人についても上陸拒否の対象となったことなど

から、同事務連絡を廃止し、今後は本事務連絡の別紙のとおりとしますので、内

容をご確認の上、対応いただくようお願いいたします。なお、新型コロナウイル

スについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて、最新の情報や追加

的な留意事項を提供する場合がございます。 

対応に当たっては、社会福祉施設等の職員が新型コロナウイルスについて正し

い認識を持つとともに、感染対策マニュアル等を通して、基本的な感染症対策を

含めた共通理解を深めるよう、引き続き努めていただくようお願いします。 

また、管下の社会福祉施設等に対しても周知をお願いするとともに、都道府県

におかれましては、管内市町村（特別区を含む。）に対する周知をお願いいたしま

す。 

 

  

HYMUP
テキスト ボックス
別添１



（参考） 

 

○「保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）」（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf 

 

○「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf 

 

※ 障害福祉サービス等事業者等については「保育所における感染症対策ガイド

ライン（2018年改訂版）」や「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 

改訂版」をご参照いただきたい。 

  

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf


 

留意事項 

（令和２年２月 13日時点更新 更新は下線部） 

 

（１） 新型コロナウイルスについては、風邪やインフルエンザ同様に、まずは

マスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染

経路を断つことが重要である。職員、子ども、障害者や高齢者（以下「職

員等」とする。）はもとより、面会者や委託業者等、職員等と接触する可能

性があると考えられる者も含めて、「保育所における感染症対策ガイドライ

ン（2018年改訂版）」や「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 

改訂版」等を参照の上、上記の対応を行うよう促すこと。 

 

（参考） 

○ 「保育所における感染症対策ガイドライン」（厚労省）、P.8（飛沫感染

対策）、P.12（接触感染対策） 

 

○ 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」（厚労省）、

P.4（感染経路の遮断） 

 

（２） 概ね過去 14日以内に湖北省又は浙江省（※１）から帰国した職員等（湖

北省又は浙江省から帰国した者と濃厚な接触をした者を含む。）について

は、保健福祉部局、保健所並びに医師又は嘱託医と連携のうえ、発熱（概

ね 37.5℃以上）や呼吸器症状があるかどうかを確認し、次の（ア）又は

（イ）に従って対応すること。該当する職員等がいる場合、施設長は、す

みやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するととも

に、発熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報

告して指示を求めること。 

 

  （※１）地域については、今後の流行状況に合わせて変更の可能性がある。地

域の変更については別途連絡する。 

 

（ア） 発熱等の症状により感染が疑われる職員等については、他人との接触を

避け、マスクを着用させるなどし、すみやかに最寄りの保健所などに設

置される「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、センターから

指定された医療機関を受診すること。（※２） 

 

（イ） 現に症状がない職員等についても、帰国又は接触から 14日間は外出を

控えていただくよう、要請するとともに、健康状態を観察すること。症

状が出現した場合には、上記（ア）に従うこと。 

 

（※２）「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」（令和２年２月

13日時点版）では、世界保健機関（WHO）の Q&Aによれば、現時点の潜

伏期間は１-12.5日（多くは５日-６日）とされており、また、他のコロ

ナウイルスの情報などから、感染者は 14日間の健康状態の観察が推奨

されています。 

（別紙） 

 



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/de

ngue_fever_qa_00001.html 

各都道府県に設置されている「帰国者・接触者相談センター」の一覧

は下記をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/co

vid19-kikokusyasessyokusya.html 

 

（３） 新型コロナウイルスに関しては、現段階では不明な点も多いことや、

日々状況が変化している現状を踏まえ、最新かつ正確な情報（※３）を保

健所等の関係機関と十分連携しつつ、収集すること。また、これらの情報

を職員に提供するとともに、必要に応じ、子どもや保護者、障害者及び高

齢者、並びにこれらの家族に対する情報提供や相談対応に努めること。 

 

（※３）以下に掲載する HP等を活用し情報収集すること 

・「新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）の

フリーダイヤル化について」（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09347.html 

・「新型コロナウイルス感染症の対応について」（内閣官房) 

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

・新型コロナウイルス感染症について（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.h

tml 

 

（４） 職員等に対し、現在の知見の下での新型コロナウイルスに関する適切な

知識を基に、新型コロナウイルスを理由とした偏見が生じないようにする

など、職員等の人権に十分配慮すること。 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09347.html
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


（問合せ先） 

 

＜新型コロナウイルス関連肺炎についての厚生労働省電話相談窓口＞ 

ＴＥＬ：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル） 

※受付時間 ９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施） 

 

 ＜児童福祉施設等に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６７、４８６８） 

○厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

  ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９７６、４９７７） 

 

 ＜保護施設に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省社会・援護局保護課 

    ＴＥＬ：０３―５２５３－１１１１（内線２８２４） 

 

 ＜障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ＞ 

  ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

 

＜介護保険サービスに関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７５、３９７３） 

○厚生労働省老健局高齢者支援課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

○厚生労働省老健局振興課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９３７、３９７９） 

○厚生労働省老健局老人保健課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 

 

 

 

  



イ）感染経路別対策 
 

○ 保育所で特に注意すべき主な感染症の感染経路には、飛沫
まつ

感染、空気感染（飛沫
まつ

核感染）、接触感染、経口感染、血液媒介感染、蚊媒介感染があり、それぞれに応じ

た対策をとることが重要である。 

○ 病原体の種類によっては、複数の感染経路をとるものがあることに留意する。 

 

①飛沫
まつ

感染 

感染している人が咳
せき

やくしゃみ、会話をした際に、病原体が含まれた小さな水滴(飛

沫
まつ

)が口から飛び、これを近くにいる人が吸い込むことで感染します。飛沫
まつ

が飛び散る

範囲は１～２ｍです。 

保育所では特に子ども同士や職員との距離が近く、日頃から親しく会話を交わした

り、集団で遊んだり、歌を歌ったりするなどの環境にあります。また、子どもの中には、

様々な感染症に感受性が高い（予防するための免疫が弱く、感染した場合に発症しやす

い）者が多く存在します。これらのため、飛沫
まつ

感染を主な感染経路とするインフルエン

ザ等の呼吸器感染症の流行が、保育所等の乳幼児の集団生活施設を中心に多く見られ

ます。 

飛沫
まつ

感染は、多くの場合、飛沫
まつ

を浴びないようにすることで防ぐことができます。感

染している者から２ｍ以上離れることや感染者がマスクを着用などの咳エチケットを

確実に実施することが保育所での呼吸器感染症の集団発生の予防に有効となります。 

 

（保育所における具体的な対策） 

・飛沫
まつ

感染対策の基本は、病原体を含む飛沫
まつ

を吸い込まないようにすることです。 

・はっきりとした感染症の症状がみられる子ども（発症者）については、登園を控え

てもらい、保育所内で急に発病した場合には医務室等の別室で保育します。 

※ ただし、インフルエンザのように、明らかな症状が見られない不顕性感染の患者や症状が軽

微であるため、医療機関受診にまでは至らない軽症の患者が多い感染症の場合には、発症者を

隔離するのみでは、完全に感染拡大を防止することはできないということに注意が必要です。 

・不顕性感染の患者等を含めて、全ての「感染者」を隔離することや皆が２ｍの距離

をとって生活することは現実的ではないため、飛沫
まつ

感染する感染症が保育所内で流

行することを防ぐことは容易ではありません。流行を最小限に食い止めるためには、

日常的に全員が咳
せき

エチケットを実施することが大切です。 

・保育所等の子どもの集団生活施設では、職員が感染しており、知らない間に感染源

となるということがあるため、職員の体調管理にも気を配ります。 

 

  

（参考）保育所における感染症対策ガイドライン（関係箇所抜粋） 

 



 

＜咳
せき

エチケット＞ 

飛沫
まつ

感染による感染症が保育所内で流行することを最小限に食い止めるために、日

常的に咳
せき

エチケットを実施しましょう。素手のほか、ハンカチ、ティッシュ等で咳
せき

やく

しゃみを受け止めた場合にも、すぐに手を洗いましょう。 

   ① マスクを着用する（口や鼻を覆う） 

・咳
せき

やくしゃみを人に向けて発しないようにし、咳
せき

が出る時は、できるだけマスク

をする。 

② マスクがないときには、ティッシュやハンカチで口や鼻を覆う 

    ・マスクがなくて咳
せき

やくしゃみが出そうになった場合は、ハンカチ、ティッシュ、タ

オル等で口を覆う。 

③ とっさの時は、袖で口や鼻を覆う。 

・マスクやティッシュ、ハンカチが使えない時は、長袖や上着の内側で口や鼻を覆う。 

 

図３ 咳
せき

エチケットについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (参照：「（参考）感染症対策に資する公表情報」（p.85）） 

 
  



③接触感染 

感染源に直接触れることで伝
でん

播
ぱ

がおこる感染（握手、だっこ、キス等）と汚染された

物を介して伝
でん

播
ぱ

がおこる間接接触による感染（ドアノブ、手すり、遊具等）があります。

通常、接触感染は、体の表面に病原体が付着しただけでは感染は成立しませんが、病原

体が体内に侵入することで感染が成立します。病原体の付着した手で口、鼻又は眼をさ

わること、病原体の付着した遊具等を舐めること等によって病原体が体内に侵入しま

す。また、傷のある皮膚から病原体が侵入する場合もあります。 

 

 （保育所における具体的な対策） 

・接触によって体の表面に病原体が付着しただけでは感染は成立しません。 

・遊具を直接なめるなどの例外もありますが、多くの場合は病原体の付着した手で口、

鼻又は眼をさわることによって、体内に病原体が侵入して感染が成立します。 

・最も重要な対策は手洗い等により手指を清潔に保つことです。適切な手洗いの手順

に従って、丁寧に手洗いすることが接触感染対策の基本であり、そのためには、全

ての職員が正しい手洗いの方法を身につけ、常に実施する必要があります。忙しい

ことを理由に手洗いが不十分になることは避けなければなりません。また、保育所

等の乳幼児の集団生活施設においては、子どもの年齢に応じて、手洗いの介助を行

うことや適切な手洗いの方法を指導することが大切です。 

・タオルの共用は絶対にしないようにします。手洗いの時にはペーパータオルを使用

することが理想的です。ペーパータオルの常用が困難な場合でも、感染対策の一環

として、ノロウイルス、ロタウイルス等による感染性胃腸炎が保育所内で発生して

いる期間中は、ペーパータオルを使用することが推奨されます。 

・固形石けんは、１回ずつ個別に使用できる液体石けんと比較して、保管時に不潔に

なりやすいということに注意が必要です。 

・消毒には適切な「医薬品」及び「医薬部外品」を使います。嘔
おう

吐物、下痢便、患者の

血液等の体液が付着している箇所については、それらを丁寧に取り除き、適切に処

理した後に消毒を行います。嘔
おう

吐物等が残っていると、その後の消毒効果が低下し

ます。また、消毒は患者が直接触った物を中心に適切に行います。 

（参照：「別添２ 保育所における消毒の種類と方法」（p.68）） 

・健康な皮膚は強固なバリアとして機能しますが、皮膚に傷等がある場合には、そこ

から侵入し、感染する場合もあります。このため、皮膚に傷等がある場合は、その部

位を覆うことが対策の一つとなります。 

 
  



＜正しい手洗いの方法＞ 

以下の手順で、30秒以上、石けんを用いて流水で行いましょう。 

① 液体石けんを泡立て、手のひらをよくこすります。 

② 手の甲を伸ばすようにこすります。 

③ 指先とつめの間を念入りにこすります。 

④ 両指を組み、指の間を洗います。 

⑤ 親指を反対の手でにぎり、ねじり洗いをします。 

⑥ 手首を洗い、よくすすぎ、その後よく乾燥させます。 

＊ 年齢の低い子どもには手洗いが難しいので、保護者や保育士、年上の子どもが

一緒に洗う、手本を示すなどして、少しずつ手洗いを覚えさせていきましょう。 

 

図４ 手洗いの順序 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

出典：高齢者介護施設における感染対策マニュアル 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/ 
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新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 

 改訂 2020 年 2 月 21 日 

 

国立感染症研究所  

国立国際医療研究センター 国際感染症センター  

 

この文書は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が疑われる場合の感染予防策について、

医療関係者及び保健所が参照することを想定し作成した。 

今後、疫学的所見や病原体に関する新たな知見の蓄積に伴い、この内容は適宜更新される。 

 

なお、COVID-19の疑いに関わらず、原則として以下は常に行うべきである。 

・外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、または発熱や呼吸器

症状を訴える患者どうしが、一定の距離を保てるように配慮する。呼吸器症状を呈する患者には

サージカルマスクを着用させる。 

・医療従事者は、標準予防策を遵守する。つまり、呼吸器症状のある患者の診察時にはサージカ

ルマスクを着用し、手指衛生を遵守する。サージカルマスクや手袋などを外す際には、それらに

より環境を汚染しないよう留意しながら外し、所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵守し、

手指衛生の前に目や顔を触らないように注意する 

・医療従事者は、健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休

職するようにする。 

 

１ 医療機関における COVID-19の疑いがある人や COVID-19患者の診療時の感染予防策 

COVID-19 患者（確定例）、疑似症患者、濃厚接触者のうち何らかの症状を有する者を診察する

場合、 

Ⅰ 標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う 

Ⅱ 診察室および入院病床は個室が望ましい 

Ⅲ 診察室および入院病床は十分換気する 

Ⅳ 患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実施する際には N95 マ

スク（またはDS2など、それに準ずるマスク）、眼の防護具（ゴーグルまたはフェイスシー

ルド）、長袖ガウン、手袋を装着する 

Ⅴ 患者の移動は医学的に必要な目的に限定する 

なお、職員（受付、案内係、警備員など）も標準予防策を遵守する。 

 

・N95 マスクの使用に際しては事前のフィットテストと着用時のシールチェックを行い、マスク、

ゴーグルまたはフェイスシールド、長袖ガウン、手袋などの PPE を脱ぐ際の手順に習熟し、汚染

された PPE により環境を汚染しないように注意する。手指衛生を実施しないまま、自身の眼や顔

面を触れないようにする。 

 

2 自宅等での感染予防策 

HYMUP
テキスト ボックス
別添２



・濃厚接触者については、保健所が咳エチケットと手指衛生を徹底するように指導し、常に健

康状態に注意を払うように伝える。濃厚接触者と同居している者にはサージカルマスクの着用お

よび手指衛生を遵守するように伝える。 

・濃厚接触者が着用しているマスクについて、一度着用したものは、食卓などに放置せず廃棄

するようにする。また、マスクを触った後は、必ず手指衛生をすることを指導する。 

・濃厚接触者が発熱または呼吸器症状を呈し、医療機関を受診する際には、保健所に連絡の上、

受診する。 

・廃棄物処理、リネン類、衣類等の洗濯は通常通りで良い。 

 

＊積極的疫学調査時の感染予防策については、「新型コロナウイルスに対する積極的疫学調査実施

要領」を参考にする 

 

３ 環境整備 

・環境中における新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の残存期間は現時点では不明である。他

のコロナウイルスに関しては、２０度程度の室温におけるプラスチック上で、SARS-CoV では 6

～9日、MERS-CoVでは 48 時間以上とする研究がある。 

・インフルエンザウイルス A（H1N1）pdm09 の残存期間は数時間程度であり、SARS-CoV、

MERS-CoVはインフルエンザウイルスに比較して残存期間が長い。SARS-CoV-2 についてもイン

フルエンザウイルスに比較して環境中に長く残存する可能性があり、医療機関や高齢者施設、不

特定多数が利用する施設内、濃厚接触者の自宅においては、アルコール清拭による高頻度接触面

や物品等の消毒の励行が望ましい。 

 

参考 

日本環境感染学会：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第１版 

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=332 

WHO：Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with 

mild symptoms and management of contacts 

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-

coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts 

WHO： Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) 

infection is suspected 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-

when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

WHO：Advice on the use of masks the community, during home care and in health care settings in 

the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-

home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-

outbreak 

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=332
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak


事 務 連 絡 

令和２年２月 27 日 

 

  都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課  

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課  

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課   

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について 

（令和２年２月 27日現在） 

 

 

標記については、当面の考え方として「社会福祉施設等における新型コロナウ

イルスへの対応について（令和２年２月 13日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

ほか連名事務連絡）」に基づき対応いただいているところです。 

今般、本邦への上陸の申請日前 14日以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省に

滞在歴がある外国人及びこれらの省で発行された同国旅券を所持する外国人に加

えて、２月 27日午前０時から、本邦への上陸の申請日前 14日以内に大韓民国

大邱
テ グ

広域市又は慶
けい

尚
しょう

北道
ほくどう

清道
チョンド

郡に滞在歴がある外国人及びこれらの地域で発行さ

れた同国旅券を所持する外国人についても上陸拒否の対象となったことなどを踏

まえ、同事務連絡を廃止し、本事務連絡の別紙のとおりとしますので、内容をご

確認の上、対応いただくようお願いいたします。 

なお、これらの地域から帰国した職員等がいるかどうかに関わらず、社会福祉

施設等における新型コロナウイルスへの対応については、本事務連絡に加え、「社

会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防止のため

の留意点について」（令和２年２月 24日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名

事務連絡）や「社会福祉施設等（入居施設・居住系サービスを除く。）における感

染拡大防止のための留意点について」（令和２年２月 24日厚生労働省健康局結核

感染症課ほか連名事務連絡）などでお示ししている留意点などを徹底していただ

き、引き続き社会福祉施設等における感染拡大の防止に努めていただくようお願

いいたします。 

対応に当たっては、社会福祉施設等の職員が新型コロナウイルスについて正し

い認識を持つとともに、感染対策マニュアル等を通して、基本的な感染症対策を

含めた共通理解を深めるよう、引き続き努めていただくようお願いします。 

（別添10）



また、管下の社会福祉施設等に対しても周知をお願いするとともに、都道府県

におかれましては、管内市町村（特別区を含む。）に対する周知をお願いいたしま

す。 

 

（参考） 

○新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（令和２年２月 25日） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599698.pdf 

 

○「保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）」（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf 

 

○「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf 

 

※ 障害福祉サービス等事業者等については「保育所における感染症対策ガイド

ライン（2018年改訂版）」や「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 

改訂版」をご参照いただきたい。 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599698.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf


(別紙) 

留意事項 

（令和２年２月 27日時点） 

 

（１） 新型コロナウイルスについては、風邪やインフルエンザ同様に、まずは

マスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染

経路を断つことが重要である。職員、子ども、障害者や高齢者（以下「職

員等」とする。）はもとより、面会者や委託業者等、職員等と接触する可能

性があると考えられる者も含めて、「保育所における感染症対策ガイドライ

ン（2018年改訂版）」や「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 

改訂版」等を参照の上、上記の対応を行うよう促すこと。 

 

（参考） 

○ 「保育所における感染症対策ガイドライン」（厚労省）、P.8（飛沫感染

対策）、P.12（接触感染対策） 

 

○ 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」（厚労省）、

P.4（感染経路の遮断） 

 

（２） 発熱（概ね 37.5℃以上）や呼吸器症状により感染が疑われる職員等につ

いては、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏

まえた対応について」（令和２年２月 17日厚生労働省子ども家庭局総務課

少子化総合対策室ほか連名事務連絡）を踏まえて適切に対応すること。 

 

（※１）「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」（令和２年２月

23日時点版）では、世界保健機関（WHO）の Q&Aによれば、現時点の

潜伏期間は１-12.5日（多くは５日-６日）とされており、また、他の

コロナウイルスの情報などから、感染者は 14日間の健康状態の観察が

推奨されています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/d

engue_fever_qa_00001.html 

各都道府県に設置されている「帰国者・接触者相談センター」の一

覧は下記をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/c

ovid19-kikokusyasessyokusya.html 

 

（３） 概ね過去 14日以内に中華人民共和国湖北省若しくは浙江省又は大韓民国

大邱
テ グ

広域市若しくは慶
けい

尚
しょう

北道
ほくどう

清道
チョンド

郡（※２）から帰国した職員等（湖北省

若しくは浙江省又は大韓民国大邱
テ グ

広域市若しくは慶
けい

尚
しょう

北道
ほくどう

清道
チョンド

郡から帰国

した者と濃厚な接触をした者を含む。）については、保健福祉部局、保健所

並びに医師又は嘱託医と連携のうえ、発熱（概ね 37.5℃以上）や呼吸器症

状があるかどうかを確認し、次の（ア）又は（イ）に従って対応するこ

と。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html


該当する職員等がいる場合、施設長は、すみやかに市区町村に対して、

人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発熱等の症状により感染が

疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示を求めること。 

 

  （※２）地域については、今後の流行状況に合わせて変更の可能性がある。地

域の変更については別途連絡する。 

  

（ア） 発熱等の症状により感染が疑われる職員等については、（２）に関わ

らず、他人との接触を避け、マスクを着用させるなどし、すみやかに最

寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」に電話

連絡し、センターから指定された医療機関を受診すること。 

 

（イ） 現に症状がない職員等についても、帰国又は接触から 14日間は外出

を控えていただくよう、要請するとともに、健康状態を観察すること。

症状が出現した場合には、上記（ア）に従うこと。 

 

（４） 新型コロナウイルスに関しては、現段階では不明な点も多いことや、

日々状況が変化している現状を踏まえ、最新かつ正確な情報（※３）を保

健所等の関係機関と十分連携しつつ、収集すること。また、これらの情報

を職員に提供するとともに、必要に応じ、子どもや保護者、障害者及び高

齢者、並びにこれらの家族に対する情報提供や相談対応に努めること。 

 

（※３）以下に掲載する HP等を活用し情報収集すること 

・「新型コロナウイルス感染症の対応について」（内閣官房) 

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

・新型コロナウイルス感染症について（厚労省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001

.html 

 

（５） 職員等に対し、現在の知見の下での新型コロナウイルスに関する適切な

知識を基に、新型コロナウイルスを理由とした偏見が生じないようにする

など、職員等の人権に十分配慮すること。 

  

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


（問合せ先） 

 

＜新型コロナウイルス関連肺炎についての厚生労働省電話相談窓口＞ 

ＴＥＬ：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル） 

※受付時間 ９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施） 

 

 ＜児童福祉施設等に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６７、４８６８） 

○厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

  ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９７６、４９７７） 

 

 ＜保護施設に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省社会・援護局保護課 

    ＴＥＬ：０３―５２５３－１１１１（内線２８２４） 

 

 ＜障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ＞ 

  ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

 

＜介護保険サービスに関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７５、３９７３） 

○厚生労働省老健局高齢者支援課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

○厚生労働省老健局振興課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９３７、３９７９） 

○厚生労働省老健局老人保健課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 

 

 

 

  



イ）感染経路別対策 
 

○ 保育所で特に注意すべき主な感染症の感染経路には、飛沫
まつ

感染、空気感染（飛沫
まつ

核感染）、接触感染、経口感染、血液媒介感染、蚊媒介感染があり、それぞれに応じ

た対策をとることが重要である。 

○ 病原体の種類によっては、複数の感染経路をとるものがあることに留意する。 

 

①飛沫
まつ

感染 

感染している人が咳
せき

やくしゃみ、会話をした際に、病原体が含まれた小さな水滴(飛

沫
まつ

)が口から飛び、これを近くにいる人が吸い込むことで感染します。飛沫
まつ

が飛び散る

範囲は１～２ｍです。 

保育所では特に子ども同士や職員との距離が近く、日頃から親しく会話を交わした

り、集団で遊んだり、歌を歌ったりするなどの環境にあります。また、子どもの中には、

様々な感染症に感受性が高い（予防するための免疫が弱く、感染した場合に発症しやす

い）者が多く存在します。これらのため、飛沫
まつ

感染を主な感染経路とするインフルエン

ザ等の呼吸器感染症の流行が、保育所等の乳幼児の集団生活施設を中心に多く見られ

ます。 

飛沫
まつ

感染は、多くの場合、飛沫
まつ

を浴びないようにすることで防ぐことができます。感

染している者から２ｍ以上離れることや感染者がマスクを着用などの咳エチケットを

確実に実施することが保育所での呼吸器感染症の集団発生の予防に有効となります。 

 

（保育所における具体的な対策） 

・飛沫
まつ

感染対策の基本は、病原体を含む飛沫
まつ

を吸い込まないようにすることです。 

・はっきりとした感染症の症状がみられる子ども（発症者）については、登園を控え

てもらい、保育所内で急に発病した場合には医務室等の別室で保育します。 

※ ただし、インフルエンザのように、明らかな症状が見られない不顕性感染の患者や症状が軽

微であるため、医療機関受診にまでは至らない軽症の患者が多い感染症の場合には、発症者を

隔離するのみでは、完全に感染拡大を防止することはできないということに注意が必要です。 

・不顕性感染の患者等を含めて、全ての「感染者」を隔離することや皆が２ｍの距離

をとって生活することは現実的ではないため、飛沫
まつ

感染する感染症が保育所内で流

行することを防ぐことは容易ではありません。流行を最小限に食い止めるためには、

日常的に全員が咳
せき

エチケットを実施することが大切です。 

・保育所等の子どもの集団生活施設では、職員が感染しており、知らない間に感染源

となるということがあるため、職員の体調管理にも気を配ります。 

 

  

（参考）保育所における感染症対策ガイドライン（関係箇所抜粋） 

 



 

＜咳
せき

エチケット＞ 

飛沫
まつ

感染による感染症が保育所内で流行することを最小限に食い止めるために、日

常的に咳
せき

エチケットを実施しましょう。素手のほか、ハンカチ、ティッシュ等で咳
せき

やく

しゃみを受け止めた場合にも、すぐに手を洗いましょう。 

   ① マスクを着用する（口や鼻を覆う） 

・咳
せき

やくしゃみを人に向けて発しないようにし、咳
せき

が出る時は、できるだけマスク

をする。 

② マスクがないときには、ティッシュやハンカチで口や鼻を覆う 

    ・マスクがなくて咳
せき

やくしゃみが出そうになった場合は、ハンカチ、ティッシュ、タ

オル等で口を覆う。 

③ とっさの時は、袖で口や鼻を覆う。 

・マスクやティッシュ、ハンカチが使えない時は、長袖や上着の内側で口や鼻を覆う。 

 

図３ 咳
せき

エチケットについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (参照：「（参考）感染症対策に資する公表情報」（p.85）） 

 
  



③接触感染 

感染源に直接触れることで伝
でん

播
ぱ

がおこる感染（握手、だっこ、キス等）と汚染された

物を介して伝
でん

播
ぱ

がおこる間接接触による感染（ドアノブ、手すり、遊具等）があります。

通常、接触感染は、体の表面に病原体が付着しただけでは感染は成立しませんが、病原

体が体内に侵入することで感染が成立します。病原体の付着した手で口、鼻又は眼をさ

わること、病原体の付着した遊具等を舐めること等によって病原体が体内に侵入しま

す。また、傷のある皮膚から病原体が侵入する場合もあります。 

 

 （保育所における具体的な対策） 

・接触によって体の表面に病原体が付着しただけでは感染は成立しません。 

・遊具を直接なめるなどの例外もありますが、多くの場合は病原体の付着した手で口、

鼻又は眼をさわることによって、体内に病原体が侵入して感染が成立します。 

・最も重要な対策は手洗い等により手指を清潔に保つことです。適切な手洗いの手順

に従って、丁寧に手洗いすることが接触感染対策の基本であり、そのためには、全

ての職員が正しい手洗いの方法を身につけ、常に実施する必要があります。忙しい

ことを理由に手洗いが不十分になることは避けなければなりません。また、保育所

等の乳幼児の集団生活施設においては、子どもの年齢に応じて、手洗いの介助を行

うことや適切な手洗いの方法を指導することが大切です。 

・タオルの共用は絶対にしないようにします。手洗いの時にはペーパータオルを使用

することが理想的です。ペーパータオルの常用が困難な場合でも、感染対策の一環

として、ノロウイルス、ロタウイルス等による感染性胃腸炎が保育所内で発生して

いる期間中は、ペーパータオルを使用することが推奨されます。 

・固形石けんは、１回ずつ個別に使用できる液体石けんと比較して、保管時に不潔に

なりやすいということに注意が必要です。 

・消毒には適切な「医薬品」及び「医薬部外品」を使います。嘔
おう

吐物、下痢便、患者の

血液等の体液が付着している箇所については、それらを丁寧に取り除き、適切に処

理した後に消毒を行います。嘔
おう

吐物等が残っていると、その後の消毒効果が低下し

ます。また、消毒は患者が直接触った物を中心に適切に行います。 

（参照：「別添２ 保育所における消毒の種類と方法」（p.68）） 

・健康な皮膚は強固なバリアとして機能しますが、皮膚に傷等がある場合には、そこ

から侵入し、感染する場合もあります。このため、皮膚に傷等がある場合は、その部

位を覆うことが対策の一つとなります。 

 
  



＜正しい手洗いの方法＞ 

以下の手順で、30秒以上、石けんを用いて流水で行いましょう。 

① 液体石けんを泡立て、手のひらをよくこすります。 

② 手の甲を伸ばすようにこすります。 

③ 指先とつめの間を念入りにこすります。 

④ 両指を組み、指の間を洗います。 

⑤ 親指を反対の手でにぎり、ねじり洗いをします。 

⑥ 手首を洗い、よくすすぎ、その後よく乾燥させます。 

＊ 年齢の低い子どもには手洗いが難しいので、保護者や保育士、年上の子どもが

一緒に洗う、手本を示すなどして、少しずつ手洗いを覚えさせていきましょう。 

 

図４ 手洗いの順序 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

出典：高齢者介護施設における感染対策マニュアル 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/ 
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事 務 連 絡 

令和２年２月２４日 

 

 

  都道府県   

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課  

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課   

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における 

感染拡大防止のための留意点について 

 

 

社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。以下同じ）における

新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応については、「高齢者介護施

設における感染対策マニュアル」や「社会福祉施設等における新型コロナウ

イルスへの対応について」（令和２年２月１３日厚生労働省子ども家庭局家庭

福祉課ほか連名事務連絡）や「社会福祉施設等における新型コロナウイルス

への対応の徹底について」（令和２年２月２３日厚生労働省子ども家庭局家庭

福祉課ほか連名事務連絡）などでお示ししているところですが、新型コロナ

ウイルスによる感染の拡大防止の観点から、以下の点に特に留意していただ

きますようお願いいたします。 

 

記 

 

 

CSVAH
テキスト ボックス
（別添11）



１ 職員等への対応について 

（１） 「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」（令

和２年２月１３日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）

の留意事項（１）でお示ししたとおり、職員、子ども、障害者や高齢者の

みならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考え

られる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール

消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設におけ

る感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。 

 

（２）職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には

出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合に

あっては、解熱後２４時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで

は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、

引き続き当該職員の健康状態に留意すること。 

   該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努める

こと。 

   ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等

を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべ

ての職員やボランティア等を含むものとする。 

  

（３）面会については、感染経路の遮断という観点で言えば、可能な限り、緊急

やむを得ない場合を除き、制限することが望ましい。少なくとも、面会者に

対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。 

  

（４）委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所

で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測して

もらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。 

 

（５） なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を

満たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症

にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」（令

和２年２月１７日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務

連絡）等により柔軟な取扱いが可能とされているので、同事務連絡を参照さ

れたい。 



２ 利用者への対応について 

（１）高齢者、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患）を抱える者又は妊婦に

ついては、３７．５℃以上又は呼吸器症状が２日以上続いた場合には、保健

所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示

を受けること。これら以外の者は、３７．５℃以上又は呼吸器症状が４日以

上続いた場合には、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センタ

ー」に電話連絡し、指示を受けること。 

 

（２）症状が継続している場合や、医療機関受診後、診断結果の確定までの間に

ついては、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル（改訂版）」の P50

からのインフルエンザの項での対応も参考としつつ、感染拡大に留意する

こと。 

具体的には、 

・疑いがある利用者を原則個室に移すこと。 

・個室が足りない場合については同じ症状の人を同室とすること。 

・疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマス

クを着用すること。 

   ・罹患した利用者が部屋を出る場合はマスクをすること。 

  など。 

 

（３）疑いがある利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り、

担当職員を分けて対応すること。 

  



 

 

（公衆衛生対策に関するお問い合わせ） 

※公衆衛生に関するお問い合わせについては、衛生主管部局を通じて、厚

生労働省健康局結核感染症課にお問い合わせください。 

 

（児童福祉施設等に関するお問い合わせ） 

○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６７、４８６８） 

○厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９７６、４９７７） 

 

（保護施設に関するお問い合わせ） 

○厚生労働省社会・援護局保護課 

 ＴＥＬ：０３―５２５３－１１１１（内線２８２４） 

 

（障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ） 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

 

（介護保険サービスに関するお問い合わせ） 

〇厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７５、３９７３） 

〇厚生労働省老健局高齢者支援課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

〇厚生労働省老健局老人保健課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 

 

 

 



事 務 連 絡 

令和２年２月24日 

 

都道府県 

各  指定都市 民生主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉 課 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスを除く。）における 

感染拡大防止のための留意点について 

 

 

社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスを除く。）の利用者等（社会福祉

施設等の利用者及び職員をいう。以下同じ。）に新型コロナウイルス感染症が発

生した場合の対応については、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」

や「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」（令和２年

２月 13日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）や「社会福祉

施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応につい

て」（令和２年２月 18日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）、「社

会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について」（令和２年

２月 23日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）などでお示し

したところであるが、社会福祉施設等における感染拡大を防止する観点から、罹

患が確認されない利用者等についても、別紙の点に留意されたい。 

  

CSVAH
テキスト ボックス
（別添12）



別紙１ 

 

社会福祉施設等（通所・短期入所等）における感染拡大防止のための留意点 

  

（職員等について） 

○ 社会福祉施設等（通所・短期入所等に限る。以下同じ。）の職員については、

出勤前に各自で体温を計測し、発熱が認められる（37.5度以上の発熱をいう。

以下同じ。）場合には、出勤を行わないことを徹底する。社会福祉施設等にあ

っては、該当する職員について、管理者への報告により確実な把握が行われる

ように努めること。 

過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、呼

吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況

が解消した場合であっても、引き続き当該職員等の健康状態に留意すること。 

ここでいう職員とは、利用者に直接サービスを提供する職員だけでなく、事

務職や送迎を行う職員等、当該事業所の全ての職員やボランティア等を含むも

のとする。 

委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で

行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもら

い、発熱が認められる場合には立ち入りを断ること。 

 

○ 該当する職員については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受

診の目安」を踏まえた対応について」（令和２年２月 17 日厚生労働省子ども

家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡）を踏まえ、適切な相談及び

受診を行うこととする。 

 

○ なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満

たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症に係

る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」（令和２年２

月 17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）等によ

り柔軟な取扱いが可能とされているので、同事務連絡を参照されたい。 

 

（利用者について） 

○ 社会福祉施設等の送迎に当たっては、送迎車に乗車する前に、本人・家族又

は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る取扱い

とする。 

過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、呼



吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況

が解消した場合であっても、引き続き当該利用者の健康状態に留意すること。 

 

○ 発熱により利用を断った利用者については、社会福祉施設等から当該利用

者を担当する居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等（以下「居宅介護支援

事業所等」という。）に情報提供を行い、当該居宅介護支援事業所等は、必要

に応じ、訪問介護等の提供を検討する。 

  訪問介護等の提供等を行う場合には、別紙２を踏まえた対応を徹底するこ

と。 

 

○ 市区町村や社会福祉施設等においては、都道府県や衛生主管部局、地域の保

健所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援

の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等において必要な対応がとら

れるように努めるものとする。 

  



別紙２ 

 

居宅を訪問して行うサービス等における留意点 

 

○ 社会福祉施設等（居宅を訪問してサービスを行う場合に限る。以下同じ。）

の職員については、出勤前に各自で体温を計測し、発熱が認められる（37.5度

以上の発熱をいう。以下同じ。）場合には、出勤を行わないことを徹底する。

社会福祉施設等にあっては、該当する職員について、管理者への報告により確

実な把握が行われるように努めること。 

  過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24時間以上が経過し、呼

吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況

が解消した場合であっても、引き続き当該職員等の健康状態に留意すること。 

 

○ 該当する職員については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受

診の目安」を踏まえた対応について」（令和２年２月 17 日厚生労働省子ども

家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡）を踏まえ、適切な相談及び

受診を行うこととする。 

 

○ なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満

たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症に係

る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」（令和２年２

月 17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）等によ

り柔軟な取扱いが可能とされているので、同事務連絡を参照されたい。 

 

○ サービスを提供する際は、その提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が

本人の体温を計測し（可能な限り事前に計測を依頼することが望ましい）、発

熱が認められる場合には、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診

の目安」を踏まえた対応について」（令和２年２月 17 日厚生労働省子ども家

庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡）を踏まえた適切な相談及び

受診を行うよう促すとともに、サービス提供に当たっては以下の点に留意す

ること。 

 (1)サービスを行う事業者等は、地域の保健所とよく相談した上で、居宅介護

支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹

底させてサービスの提供を継続すること。 

 (2)基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高い

ため、勤務上の配慮を行うこと。 



 (3)サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗いやうがい、

マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底

を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすため

の工夫を行うこと。 

 

 

 

（公衆衛生対策に関するお問い合わせ） 

※公衆衛生に関するお問い合わせについては、衛生主管部局を通じて、厚生

労働省健康局結核感染症課にお問い合わせください。 

 

（児童心理治療施設及び児童自立支援施設（いずれも通所に限る。）並び

に子育て短期支援事業に関するお問い合わせ） 

〇厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６８） 

 

（障害福祉サービス事業所等に関するお問い合せ） 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

 

（障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業のうち通所・短期入所に係

る支援を提供するものに関するお問い合わせ） 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３０２２） 

 

（介護保険サービスに関するお問い合わせ） 

〇厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７５、３９７３） 

〇厚生労働省老健局高齢者支援課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

〇厚生労働省老健局振興課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９３７、３９７９） 

〇厚生労働省老健局老人保健課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 

 

 



事 務 連 絡 

令和２年２月 25日 

  都道府県 

各 政令指定都市 

  中核市       障害児支援主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする 

児童への対応について 

 

新型コロナウイルス感染症への対応については、令和２年２月 25日新型コロナウ

イルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」等に基づき

取り組んでいただいているところですが、人工呼吸器を装着している障害児その他の

日常生活を営むために医療を要する状態にある児童（以下「医療的ケア児」とい

う。）の中には、呼吸障害により気管切開を行っている者や人工呼吸器を使用してい

る者も多く、肺炎等の呼吸器感染症にかかりやすい特徴があることから、特に下記の

点にご配慮いただけるよう、管内市区町村・事業所施設・医療的ケア児の保護者等に

対し周知いただくとともに、御対応方よろしくお願いいたします。 

なお、ご不明な点等があれば、下連絡先に御連絡・御相談ください。 

 

記 

 

○医療的ケア児の新型コロナウイルス感染症対策にあたっては、手洗いや手指消毒、

手袋やマスク等の防護用具の使用を一層徹底するとともに、できる限り子どもの様

子を丁寧に観察し、早期発見、早期対応に努める。 

 

○医療的ケア児の保護者が新型コロナウイルスに感染した場合、濃厚接触者であるご

本人が障害児通所支援事業所や短期入所を利用することは困難であると考えられる

ため、 

・まずはご本人の体調を確認し、発熱等の症状があればかかりつけの医療機関に

相談する 

・在宅生活の支援について相談支援事業所などとよく相談し、訪問看護や居宅介

護などの利用を検討する 

等により対応する。 

 

 

以上 

MYPJK
テキスト ボックス
（別添13）



（参考資料） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本方針 

（令和２年２月 25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定） 

・児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について（第二報） 

（令和２年２月 25日文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課、文部科学省初等中等教育局健康教育・

食育課、文部科学省高等教育局高等教育企画課事務連絡） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３０３７，３１０２） 

ＦＡＸ：０３－３５９１－８９１４ 

E-mail：shougaijishien@mhlw.go.jp 

 

mailto:shougaijishien@mhlw.go.jp


1 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針 
 

令和２年２月 25 日 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 
 

１．現在の状況と基本方針の趣旨 

 新型コロナウイルス感染症については、これまで水際での

対策を講じてきているが、ここに来て国内の複数地域で、感

染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、

一部地域には小規模患者クラスター（集団）が把握されてい

る状態になった。しかし、現時点では、まだ大規模な感染

拡大が認められている地域があるわけではない。 

感染の流行を早期に終息させるためには、クラスター

（集団）が次のクラスター（集団）を生み出すことを防

止することが極めて重要であり、徹底した対策を講じて

いくべきである。また、こうした感染拡大防止策により、

患者の増加のスピードを可能な限り抑制することは、今後

の国内での流行を抑える上で、重要な意味を持つ。 

 あわせて、この時期は、今後、国内で患者数が大幅に

増えた時に備え、重症者対策を中心とした医療提供体制等

の必要な体制を整える準備期間にも当たる。 

 このような新型コロナウイルスをめぐる現在の状況を

的確に把握し、国や地方自治体、医療関係者、事業者、
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そして国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策

を更に進めていくため、現在講じている対策と、今後の状況

の進展を見据えて講じていくべき対策を現時点で整理し、

基本方針として総合的にお示ししていくものである。 

 まさに今が、今後の国内での健康被害を最小限に抑える

上で、極めて重要な時期である。国民の皆様に対しては、

２．で示す新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえ、

感染の不安から適切な相談をせずに医療機関を受診する

ことや感染しやすい環境に行くことを避けていただくよ

うお願いする。また、手洗い、咳エチケット等を徹底し、

風邪症状があれば、外出を控えていただき、やむを得ず、

外出される場合にはマスクを着用していただくよう、お願

いする。 

 

２．新型コロナウイルス感染症について現時点で把握して

いる事実 

・一般的な状況における感染経路は飛沫感染、接触感染

であり、空気感染は起きていないと考えられる。 

閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の

一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても

感染を拡大させるリスクがある。 

・感染力は事例によって様々である。一部に、特定の人

から多くの人に感染が拡大したと疑われる事例がある
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一方で、多くの事例では感染者は周囲の人にほとんど

感染させていない。 

・発熱や呼吸器症状が１週間前後持続することが多く、

強いだるさ（倦怠感）を訴える人が多い。また、季節

性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が

報告されている。 

・罹患しても軽症であったり、治癒する例も多い。 

重症度としては、致死率が極めて高い感染症ほどではな

いものの、季節性インフルエンザと比べて高いリスクが

ある。特に、高齢者・基礎疾患を有する者では重症化する

リスクが高い。 

・インフルエンザのように有効性が確認された抗ウイ

ルス薬がなく、対症療法が中心である。また、現在の

ところ、迅速診断用の簡易検査キットがない。 

・一方、治療方法については、他のウイルスに対する治療

薬等が効果的である可能性がある。 
 

３．現時点での対策の目的 

・感染拡大防止策で、まずは流行の早期終息を目指しつつ、

患者の増加のスピードを可能な限り抑制し、流行の規模

を抑える。 

・重症者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす。 

・社会・経済へのインパクトを最小限にとどめる。 
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４．新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の重要事項 
 

（１）国民・企業・地域等に対する情報提供 

① 国民に対する正確で分かりやすい情報提供や呼び

かけを行い、冷静な対応を促す。 

・発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な

情報提供 

・手洗い、咳エチケット等の一般感染対策の徹底 

・発熱等の風邪症状が見られる場合の休暇取得、外出の

自粛等の呼びかけ 

・感染への不安から適切な相談をせずに医療機関を受診

することは、かえって感染するリスクを高めることに

なること等の呼びかけ        等 

② 患者・感染者との接触機会を減らす観点から、企業に

対して発熱等の風邪症状が見られる職員等への休暇

取得の勧奨、テレワークや時差出勤の推進等を強力に

呼びかける。 

③ イベント等の開催について、現時点で全国一律の自粛

要請を行うものではないが、専門家会議からの見解も

踏まえ、地域や企業に対して、イベント等を主催する際

には、感染拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の

状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう

要請する。 
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④ 感染が拡大している国に滞在する邦人等への適切

な情報提供、支援を行う。 

⑤ 国民、外国政府及び外国人旅行者への適切迅速な

情報提供を行い、国内での感染拡大防止と風評対策

につなげる。 
 

（２）国内での感染状況の把握（サーベイランス（発生動向調査）） 

ア）現行 

① 感染症法に基づく医師の届出により疑似症患者を

把握し、医師が必要と認めるPCR検査を実施する。 

  患者が確認された場合には、感染症法に基づき、積

極的疫学調査により濃厚接触者を把握する。 

② 地方衛生研究所をはじめとする関係機関（民間の

検査機関を含む。）における検査機能の向上を図る。 

③ 学校関係者の患者等の情報について都道府県の保健

衛生部局と教育委員会等部局との間で適切に共有を行う。 
 

イ）今後 

○ 地域で患者数が継続的に増えている状況では、入院

を要する肺炎患者の治療に必要な確定診断のための

ＰＣＲ検査に移行しつつ、国内での流行状況等を

把握するためのサーベイランスの仕組みを整備する。 
 

（３）感染拡大防止策 
 
 ア）現行 
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① 医師の届出等で、患者を把握した場合、感染症法に

基づき、保健所で積極的疫学調査を実施し、濃厚接触

者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行う。 

  地方自治体が、厚生労働省や専門家と連携しつつ、

積極的疫学調査等により、個々の患者発生をもとに

クラスター（集団）が発生していることを把握すると

ともに、患者クラスター（集団）が発生しているおそれ

がある場合には、確認された患者クラスター（集団）

に関係する施設の休業やイベントの自粛等の必要

な対応を要請する。 

② 高齢者施設等における施設内感染対策を徹底する。 

③ 公共交通機関、道の駅、その他の多数の人が集まる

施設における感染対策を徹底する。 
 
 イ）今後 

① 地域で患者数が継続的に増えている状況では、 

・ 積極的疫学調査や、濃厚接触者に対する健康観

察は縮小し、広く外出自粛の協力を求める対応に

シフトする。 

・ 一方で、地域の状況に応じて、患者クラスター

（集団）への対応を継続、強化する。 

② 学校等における感染対策の方針の提示及び学校

等の臨時休業等の適切な実施に関して都道府県等

から設置者等に要請する。 
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（４）医療提供体制（相談センター／外来／入院） 

 ア）現行 

① 新型コロナウイルスへの感染を疑う方からの相談を

受ける帰国者・接触者相談センターを整備し、24時間

対応を行う。 

② 感染への不安から帰国者・接触者相談センターへの

相談なしに医療機関を受診することは、かえって感

染するリスクを高めることになる。このため、まずは、

帰国者・接触者相談センターに連絡いただき、新型コ

ロナウイルスへの感染を疑う場合は、感染状況の正確

な把握、感染拡大防止の観点から、同センターから帰

国者・接触者外来へ誘導する。 

③ 帰国者・接触者外来で新型コロナウイルス感染症

を疑う場合、疑似症患者として感染症法に基づく届出

を行うとともにPCR検査を実施する。必要に応じて、

感染症法に基づく入院措置を行う。 

④ 今後の患者数の増加等を見据え、医療機関におけ

る病床や人工呼吸器等の確保を進める。 

⑤ 医療関係者等に対して、適切な治療法の情報提供

を行うとともに、治療法・治療薬やワクチン、迅速診

断用の簡易検査キットの開発等に取り組む。 

 イ）今後 

① 地域で患者数が大幅に増えた状況では、外来での

対応については、一般の医療機関で、診療時間や動線

を区分する等の感染対策を講じた上で、新型コロナ
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ウイルスへの感染を疑う患者を受け入れる（なお、地域

で協議し、新型コロナウイルスを疑う患者の診察

を行わない医療機関（例：透析医療機関、産科医療機

関等）を事前に検討する。）。あわせて、重症者を多数

受け入れる見込みの感染症指定医療機関から順に

帰国者･接触者外来を段階的に縮小する。 

  風邪症状が軽度である場合は、自宅での安静・療養

を原則とし、状態が変化した場合に、相談センター又

はかかりつけ医に相談した上で、受診する。高齢者や

基礎疾患を有する者については、重症化しやすいこ

とを念頭において、より早期・適切な受診につなげる。 

  風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に

対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の

観点から、電話による診療等により処方箋を発行

するなど、極力、医療機関を受診しなくてもよい体

制をあらかじめ構築する。 

② 患者の更なる増加や新型コロナウイルス感染症

の特徴を踏まえた、病床や人工呼吸器等の確保や

地域の医療機関の役割分担（例えば、集中治療を

要する重症者を優先的に受け入れる医療機関等）

など、適切な入院医療の提供体制を整備する。 

③ 院内感染対策の更なる徹底を図る。医療機関に

おける感染制御に必要な物品を確保する。 

④ 高齢者施設等において、新型コロナウイルスへの

感染が疑われる者が発生した場合には、感染拡大
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防止策を徹底するとともに、重症化のおそれがあ

る者については円滑に入院医療につなげる。 
 

（５）水際対策 

国内への感染者の急激な流入を防止する観点から、現行

の入国制限、渡航中止勧告等は引き続き実施する。 

 一方で、検疫での対応については、今後、国内の医療

資源の確保の観点から、国内の感染拡大防止策や医療

提供体制等に応じて運用をシフトしていく。 
 

（６）その他 

① マスクや消毒液等の増産や円滑な供給を関連事業者

に要請する。 

② マスク等の国民が必要とする物資が確保されるよう、

過剰な在庫を抱えることのないよう消費者や事業者に

冷静な対応を呼びかける。 

③ 国際的な連携を密にし、WHO や諸外国の対応状況

等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた

知見を積極的に WHO 等の関係機関と共有し、今後の

対策に活かしていく。 

④ 中国から一時帰国した児童生徒等へ学校の受け入

れ支援やいじめ防止等の必要な取組を実施する。 

⑤ 患者や対策に関わった方々等の人権に配慮した取組

を行う。 



10 

 ⑥ 空港、港湾、医療機関等におけるトラブルを防止する

ため、必要に応じ警戒警備を実施する。 

 ⑦ 混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締り

を徹底する。 

 

５．今後の進め方について  

今後、本方針に基づき、順次、厚生労働省をはじめと

する各府省が連携の上、今後の状況の進展を見据えて、

所管の事項について、関係者等に所要の通知を発出す

るなど各対策の詳細を示していく。 

地域ごとの各対策の切替えのタイミングについては、

まずは厚生労働省がその考え方を示した上で、地方自治

体が厚生労働省と相談しつつ判断するものとし、地域の

実情に応じた最適な対策を講ずる。なお、対策の推進に

当たっては、地方自治体等の関係者の意見をよく伺いな

がら進めることとする。 

事態の進行や新たな科学的知見に基づき、方針の修正

が必要な場合は、新型コロナウイルス感染症対策本部に

おいて、専門家会議の議論を踏まえつつ、都度、方針

を更新し、具体化していく。 















   

事 務 連 絡 

令和２年２月 27日 

 

  都道府県                      

各 指定都市  介護保険担当部局  

    中 核 市  

 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業所における新型コロナウイルス 

感染症の感染拡大防止のための対応について 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業所の利用者等（認知症対応型共同生活介護事業

所の利用者及び職員をいう。以下同じ。）に新型コロナウイルス感染症が発生した

場合の対応については、「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）に

おける感染拡大防止のための留意点について（令和２年２月２４日厚生労働省子

ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）」でお示ししているところであるが、医

師及び看護師の配置が必須となっていない認知症対応型共同生活介護事業所にお

ける感染拡大を防止する観点から、下記により、必要な対応の徹底を図られたい。

ついては、管内市町村に周知を図られたい。 

 

記 

 

 認知症対応型共同生活介護事業所においては、従来、協力医療機関等との連携を

求めてきたところであるが、利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場

合、事態に迅速に対処できるよう、事前に協力医療機関等とも連携するなど、「高

齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」なども踏まえ、どのような対

応を行うべきか十分検討いただくとともに、職員間で共有し、事業所内での周知、

徹底を図ること。 

 

以上 

CSVAH
テキスト ボックス
（別添14）



   

 

事 務 連 絡 

令和２年２月 27日 

 

各  都道府県  住宅担当部長                     

指定都市  福祉担当部長  

    中 核 市  

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

国土交通省住宅局安心居住推進課 

 

 

有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の 

感染拡大防止のための対応について 

 

 

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅（以下、「有料老人ホーム等」と

いう。以下同じ。）の利用者等（有料老人ホーム等の利用者及び職員をいう。以下

同じ。）に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応については、「社会福祉

施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防止のための留意

点について（令和２年２月２４日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事

務連絡）」でお示ししているところであるが、医師及び看護師の配置が必須となっ

ていない有料老人ホーム等における感染拡大を防止する観点から、下記により、必

要な対応の徹底を図られたい。 

 

記 

 

 有料老人ホーム等においては、従来、医療機関等との連携を求めてきたところで

あるが、利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合、事態に迅速に対処

できるよう、事前に医療機関等とも連携するなど、「高齢者介護施設における感染

対策マニュアル 改訂版」なども踏まえ、どのような対応を行うべきか十分検討い

ただくとともに、職員間で共有し、事業所内での周知、徹底を図ること。 

 

 

以上 

 

CSVAH
テキスト ボックス
（別添15）



事 務 連 絡 

令和２年２月２８日 

 

 

  都道府県   

各 指定都市  障害保健福祉主管課 御中 

  中 核 市   

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室 

 

共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症の 

感染拡大防止のための対応について 

 

共同生活援助事業所の利用者等（共同生活援助事業所の利用者及び職員を

いう。以下同じ。）に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応につい

ては、「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡

大防止のための留意点について（令和２年２月２４日厚生労働省子ども家庭

局家庭福祉課ほか連名事務連絡）」でお示ししているところであるが、医師及

び看護師の配置が必須となっていない共同生活援助事業所における感染拡大

を防止する観点から、下記により、必要な対応の徹底を図られたい。ついて

は、管内市町村及び事業所等に周知を図られたい。 

 

記 

 

 共同生活援助事業所においては、従来、協力医療機関等を定めるよう求めて

きたところであるが、利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合、

事態に迅速に対処できるよう、事前に協力医療機関等とも連携するなど、「高

齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」なども踏まえ、どのよう

な対応を行うべきか十分検討いただくとともに、職員間で共有し、事業所内で

の周知、徹底を図ること。 

 

・高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_ko

ureisha/ninchi/index_00003.html 

 

 （担当） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課地域生活支援推進室 地域移行支援係 

ＴＥＬ：03-5253-1111（内線 3045） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html
MYPJK
テキスト ボックス
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事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ２ 月 ２ ８ 日 

 

 

  都道府県   

各 指定都市  障害児支援主管課 御中 

  中 核 市   

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室 

 

福祉型障害児入所施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた

めの対応について 

 

福祉型障害児入所施設の利用者等（福祉型障害児入所施設の利用者及び職

員をいう。以下同じ。）に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応に

ついては、「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感

染拡大防止のための留意点について（令和２年２月２４日厚生労働省子ども

家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）」でお示ししているところであるが、医

師及び看護師の配置が必須となっていない福祉型障害児入所施設における感

染拡大を防止する観点から、下記により、必要な対応の徹底を図られたい。

ついては、管内市町村及び施設等に周知を図られたい。 

 

記 

 

 福祉型障害児入所施設においては、従来、協力医療機関等を定めるよう求め

てきたところであるが、利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場

合、事態に迅速に対処できるよう、事前に協力医療機関等とも連携するなど、

「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」なども踏まえ、どの

ような対応を行うべきか十分検討いただくとともに、職員間で共有し、事業所

内での周知、徹底を図ること。 

 

・高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo

koureisha/ninchi/index_00003.html 

  

 

 

（担当） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課障害児・発達障害者支援室  

障害児支援係 

ＴＥＬ：03-5253-1111（内線 3037、3102） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigokoureisha/ninchi/index_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigokoureisha/ninchi/index_00003.html
MYPJK
テキスト ボックス
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新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 

 改訂 2020 年 2 月 21 日 

 

国立感染症研究所  

国立国際医療研究センター 国際感染症センター  

 

この文書は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が疑われる場合の感染予防策について、

医療関係者及び保健所が参照することを想定し作成した。 

今後、疫学的所見や病原体に関する新たな知見の蓄積に伴い、この内容は適宜更新される。 

 

なお、COVID-19の疑いに関わらず、原則として以下は常に行うべきである。 

・外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、または発熱や呼吸器

症状を訴える患者どうしが、一定の距離を保てるように配慮する。呼吸器症状を呈する患者には

サージカルマスクを着用させる。 

・医療従事者は、標準予防策を遵守する。つまり、呼吸器症状のある患者の診察時にはサージカ

ルマスクを着用し、手指衛生を遵守する。サージカルマスクや手袋などを外す際には、それらに

より環境を汚染しないよう留意しながら外し、所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵守し、

手指衛生の前に目や顔を触らないように注意する 

・医療従事者は、健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休

職するようにする。 

 

１ 医療機関における COVID-19の疑いがある人や COVID-19患者の診療時の感染予防策 

COVID-19 患者（確定例）、疑似症患者、濃厚接触者のうち何らかの症状を有する者を診察する

場合、 

Ⅰ 標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う 

Ⅱ 診察室および入院病床は個室が望ましい 

Ⅲ 診察室および入院病床は十分換気する 

Ⅳ 患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実施する際には N95 マ

スク（またはDS2など、それに準ずるマスク）、眼の防護具（ゴーグルまたはフェイスシー

ルド）、長袖ガウン、手袋を装着する 

Ⅴ 患者の移動は医学的に必要な目的に限定する 

なお、職員（受付、案内係、警備員など）も標準予防策を遵守する。 

 

・N95 マスクの使用に際しては事前のフィットテストと着用時のシールチェックを行い、マスク、

ゴーグルまたはフェイスシールド、長袖ガウン、手袋などの PPE を脱ぐ際の手順に習熟し、汚染

された PPE により環境を汚染しないように注意する。手指衛生を実施しないまま、自身の眼や顔

面を触れないようにする。 

 

2 自宅等での感染予防策 

CSVAH
テキスト ボックス
（別添18）



・濃厚接触者については、保健所が咳エチケットと手指衛生を徹底するように指導し、常に健

康状態に注意を払うように伝える。濃厚接触者と同居している者にはサージカルマスクの着用お

よび手指衛生を遵守するように伝える。 

・濃厚接触者が着用しているマスクについて、一度着用したものは、食卓などに放置せず廃棄

するようにする。また、マスクを触った後は、必ず手指衛生をすることを指導する。 

・濃厚接触者が発熱または呼吸器症状を呈し、医療機関を受診する際には、保健所に連絡の上、

受診する。 

・廃棄物処理、リネン類、衣類等の洗濯は通常通りで良い。 

 

＊積極的疫学調査時の感染予防策については、「新型コロナウイルスに対する積極的疫学調査実施

要領」を参考にする 

 

３ 環境整備 

・環境中における新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の残存期間は現時点では不明である。他

のコロナウイルスに関しては、２０度程度の室温におけるプラスチック上で、SARS-CoV では 6

～9日、MERS-CoVでは 48 時間以上とする研究がある。 

・インフルエンザウイルス A（H1N1）pdm09 の残存期間は数時間程度であり、SARS-CoV、

MERS-CoVはインフルエンザウイルスに比較して残存期間が長い。SARS-CoV-2 についてもイン

フルエンザウイルスに比較して環境中に長く残存する可能性があり、医療機関や高齢者施設、不

特定多数が利用する施設内、濃厚接触者の自宅においては、アルコール清拭による高頻度接触面

や物品等の消毒の励行が望ましい。 

 

参考 

日本環境感染学会：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第１版 

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=332 

WHO：Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with 

mild symptoms and management of contacts 

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-

coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts 

WHO： Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) 

infection is suspected 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-

when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

WHO：Advice on the use of masks the community, during home care and in health care settings in 

the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-

home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-

outbreak 

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=332
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak


 

事 務 連 絡 

令和２年２月１７日 

 

  都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室  

厚 生 労働 省 子 ど も 家 庭局 保 育 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

厚 生 労働 省 社 会 ・ 援 護局 保 護 課 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労働 省 老 健 局 高 齢者 支 援 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

社会福祉施設等における職員の確保について 

 

 

 新型コロナウイルスについては、かねてより必要な対応をお願いしているところ

ですが、社会福祉施設等の入所者・利用者へのサービス提供を維持するため、職員

の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携や、都道府県における社会福祉

施設等関係団体への協力要請などを通じて、他施設からの職員の応援が確保される

よう、必要な対応をお願いいたします。 

 厚生労働省としても、全国団体に対して必要な協力要請を行ってまいります。 
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事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ２ 月２１日 

 

各 都道府県 衛生主管（局）長  御中 

  都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

 

医 政 局 経 済 課  

老 健 局 総 務 課 認 知 症 施 策 推 進 室  

老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

老 健 局 振 興 課  

老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う 

マスク・消毒用アルコール等の高齢者施設等への供給について 

 

 

今般の新型コロナウイルスへの対応に多大なご協力をいただきありがとうござ

います。 

 

新型コロナウイルスの対応については、従前から「社会福祉施設等における新

型コロナウイルスへの対応について」（令和２年２月１３日厚生労働省子ども家庭

局家庭福祉課ほか連名事務連絡）や「社会福祉施設等における新型コロナウイル

スへの対応について（その２）」（令和２年２月１４日厚生労働省子ども家庭局総

務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡）を発出しているところです。 

 

高齢者や基礎疾患をお持ちの方は重症化のリスクが高いことから、高齢者施設

等においては、咳エチケットや手洗い、アルコール消毒の励行等により、感染経

路の遮断を徹底して行う必要があります。一方で、今般、マスク・消毒用アルコ

ール等を中心に、各種衛生用品の国内需給が逼迫しており、入手しにくい状況が

続いています。 

 

このため、各種衛生用品の国内需給が逼迫している間の当面の措置として、以

下のように取り扱いますので、地域における感染の拡大の防止のために、衛生主

管部局と介護保険担当主管部局が連携して、衛生用品の安定的な供給にご協力い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 都道府県及び市町村の介護保険担当主管部局におかれては、まずは、「社会福

祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」（令和２年２月１３

TKNJE
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日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）や「社会福祉施設等

における新型コロナウイルスへの対応について（その２）」（令和２年２月１４

日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡）に基づ

き、感染経路を遮断するための対応に万全を期すこと。 

 

２ 都道府県介護保険担当主管部局におかれては、管内高齢者施設等（指定権者

でない地域密着型サービスや、指定都市、中核市が指定するサービスも含

む。）での各種衛生用品の不足状況を把握すること（具体的には①施設名、②

不足している衛生用品、③当座の不足量などを想定）とりわけ、マスクと消毒

用アルコールについては、国内需要が逼迫していることから、入念的に把握す

ること。その把握に当たっては、市町村の介護保険担当主管部局とも緊密に連

携し、管内市町村が衛生用品を在庫として備蓄しているものもあることから、

その在庫のうち放出可能なものを考慮しつつ不足を把握すること。 

 

３ ２で不足している衛生用品のうち、介護保険担当部局で備蓄しているものに

ついては、不足する高齢者施設等への優先的に放出を検討すること。 

  

４ ２でとりまとめた不足物品のうち、３で放出したもの以外のものを、都道府

県介護保険担当部局から都道府県衛生主管部局に伝達し、協力を要請するこ

と。 

 

５ 都道府県衛生主管部局は、介護保険担当部局からの要請に基づき、不足する

高齢者施設等に対しての放出を検討いただきたいこと。 

 （なお、医療用マスクについては、医療機関に優先的に放出するよう、「新型コ

ロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う各種防護具の確保策について」

（令和２年２月 10日付け事務連絡）により依頼されているが、それ以外の種

類のマスクについて高齢者施設等に向けて優先的に放出することを検討いただ

きたい。） 

 

 

（介護保険サービスに関するお問い合わせ） 

〇厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７５、３９７３） 

〇厚生労働省老健局高齢者支援課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

〇厚生労働省老健局振興課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９３７、３９７９） 

〇厚生労働省老健局老人保健課 

 ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 

 

（衛生用品の流通に関するお問い合わせ） 

○厚生労働省医政局経済課 

ＴＥＬ：０３―５２５３－１１１１（内線２５２７、４１１７） 

 

 



事 務 連 絡 

令和２年２月18日 

 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて 

 

 

今般のコロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所

者等との面会を禁止する等の措置がとられる場合があります。 

これにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、

当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に

新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとします。 

ついては、本件事務連絡について、管内の市町村に周知をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省老健局老人保健課介護認定係 

担当者：佐々木、小林 

 ＴＥＬ 03－5253－1111（内線 3945） 

 ＦＡＸ 03－3595－4010 

 電子メール roukenkanintei@mhlw.go.jp 
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事 務 連 絡 

令和２年２月28日 

 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（その２） 

 

 

 令和２年２月18日に「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取

扱いについて」を発出したところ、当該取扱いに関連して問い合わせがあったこと

について、下記のとおりとします。 

 ついては、本件事務連絡について、管内の市町村に周知をお願いします。 

 

記 

 
Ｑ１ 変更認定又は新規認定について、面会禁止となった施設や医療機関に入所

等されている者から申請があった場合、どのように取り扱うべきか。 

 Ａ１ 申請を受理し、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施するなどの対応を

されたい。このとき、申請から認定まで30日を超える場合には、介護保険法

（平成９年法律第123号）第27条第11項ただし書きの「特別な理由」に該当す

るものとして取り扱って差し支えない。 

 

Ｑ２ 介護認定審査会の委員から、医療機関や介護福祉施設に勤務する者が一同

に集まることは避けるべきではないかと申出があったが、介護認定審査会の

開催は必ず対面で行わないといけないのか。 

 Ａ２ 介護認定審査会の開催に当たっては、ICT等の活用により合議ができる環境

が整えられれば、必ずしも特定の会場に集まって実施する必要はない。 

    また、これらの機器の整備等がない場合、例えば、あらかじめ書面で各委員

から意見を取り寄せ、電話を介して合議を行い、判定を行うような取扱いとし

ても差し支えない。 
 

 

 

 

厚生労働省老健局老人保健課介護認定係 

担当者：佐々木、小林 

 ＴＥＬ 03－5253－1111（内線 3945） 

 ＦＡＸ 03－3595－4010 

 電子メール roukenkanintei@mhlw.go.jp 
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事 務 連 絡 

令和２年２月17日 

 

都道府県 

各  指定都市 介護保険担当主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

高  齢  者  支  援  課 

振 興 課 

老 人 保 健 課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 

の臨時的な取扱いについて 

 

 

今般、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」（令和2年2

月17日）が公表されたところです。新型コロナウイルス感染症の患者等への対応

等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。 

この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、

柔軟な取扱いを可能としますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図る

ようよろしくお願い致します。 

なお、具体的な取扱いについては、「令和元年度台風第19号に伴う災害におけ

る介護報酬等の取扱いについて」（令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課

認知症施策推進室ほか連名事務連絡）における取扱いの考え方を参考にして頂き

ますようよろしくお願いいたします。 
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事 務 連 絡 

令和元年 10 月 15 日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

高 齢 者 支 援 課 

振 興 課 

老 人 保 健 課 

 

 

令和元年台風第 19号に伴う災害における 

介護報酬等の取扱いについて 

 

今般の令和元年台風第 19号に伴う災害について、被災地域が広範に及ぶとと

もに、緊急的な対応が必要であることから、介護報酬等の取扱いについて、下記

のとおり整理することといたしました。 

つきましては、管内市町村及びサービス事業所等への周知を徹底して頂きま

すよう、よろしくお願いいたします。 

なお、事業所等が被災したことにより、一時的に指定等に係る基準（以下「指

定等基準」という。）、介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすこと

ができなくなる場合等がありますが、以下に示すものは例示であり、その他の柔

軟な取扱いを妨げるものではないことを申し添えます。 

 

記 

 

１．各サービス共通事項 

(1) 新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取扱い 

被災等により他の市町村に避難した者について、新たに介護が必要とな

った場合は、避難先の市町村において要介護認定の事務を代行し、事後的

に避難元の市町村に報告する等の柔軟な取扱いとしても差し支えない。 

その際、認定の重複を避けるため、可能な範囲であらかじめ避難前の市

町村と連絡をとる等、適切な対応を図られたい。 
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(2) 避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合 

避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対し

て居宅サービスを提供した場合においても、介護報酬の算定は可能である。 

サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、指定居

宅介護支援事業所等との連携を図り、できる限りケアプランに沿って、必

要な介護サービスを確保するよう努めること。 

 

(3) 被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設

や医療機関等に避難している場合 

別の介護保険施設や医療機関等に一時的に避難している場合、原則とし

て、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サ

ービス費や診療報酬を請求すること。 

ただし、一時的避難の緊急性が高く手続が間に合わない等やむを得ない

場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保

険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等

を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支

払う等の取扱いとしても差し支えない。 

 

(4) やむを得ない理由により、避難者を居室以外の場所で処遇した場合 

被災等による避難者が介護保険施設等に入所した場合において、やむを

得ない理由により、当該避難者を静養室や地域交流スペース等居室以外の

場所で処遇を行ったときは、従来型多床室の介護報酬を請求することとし

て差し支えない。なお、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサー

ビス提供が長期的に行われることは適切ではないため、適切なサービスを

提供可能な受け入れ先等の確保に努めること。 

 

(5) 認知症専門ケア加算の算定要件について今般の災害等やむを得な

い事情により、新規利用者の受け入れ等を行った事業所については、認知

症専門ケア加算の要件の算出の際、当該利用者数等を除外して差し支えな

い。 

 

(6) サービス提供体制強化加算の算定要件について今般の被災等によ

り、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ等を行った事業所について

は、サービス提供体制強化加算の有資格者等の割合の計算の際、当該職員

及び利用者数等を除外して算出してもよい。また、サービス提供体制強化

加算の算定要件として定期的な会議の開催を求めているサービスについ
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ては、今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たすことができなく

なった場合についても、当該加算の算定は可能である。 

 

(7) サービス事業所等が被災したことにより、一時的に指定等基準や介護報

酬の算定要件に係る人員基準を満たすことができなくなる場合 

指定等基準や基本サービス費に係る施設基準、基準以上の人員配置をし

た場合に算定可能となる加算（看護体制加算など）、有資格者等を配置した

上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算（個別機能訓練加算

など）については、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応が可能である。 

 

(8) 被災したことにより賃金改善実施期間内の処遇改善が困難な場合におけ

る処遇改善加算（介護予防・日常生活支援総合事業において介護職員処遇改善

加算及び介護職員等特定処遇改善加算相当の事業を実施している場合を含む。）

の取扱いについて 

① 賃金改善計画における賃金改善実施期間内の賃金改善が困難な場合 

賃金改善計画における賃金改善実施期間を令和元年 10月以降までに設

定している処遇改善加算の申請事業者においては、被災したことにより、

当該計画期間中の賃金改善の実施が困難となる事例も想定されるところ

である。 

こうした事業者については、被災したことに伴い、賃金改善計画内の処

遇改善加算の従業者への支給が困難となり、かつ期間を超えて処遇改善

加算の従業者への支給がなされることが見込まれる場合、都道府県等の

判断において、当該年度の賃金改善実施期間を超えて従業者に対して支

給された処遇改善加算の額を賃金改善額として認めて差し支えないもの

とする。 

② 実績報告書の取扱い 

①の場合の事業者の実績報告書の取扱いについては、各事業年度にお

ける最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知

事等に対して実績報告書を提出することとなっているが、今般の被災状

況を踏まえ、都道府県等の判断において、提出期限を適宜延長することが

できるものとする。 

 

２．サービス種別 

(1) 訪問介護 

 ① 特定事業所加算 

㋐ 特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提
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供前の文書による指示・サービス提供後の報告について、今般の被災等

により、やむを得ず当該要件を満たすことができなくなった場合につい

ても、当該加算の算定は可能である。 

㋑ 今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ、サ

ービス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算の有

資格者等の割合や重度要介護者等の割合の計算及び配置すべきサービ

ス提供責任者の員数の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算

出してもよい。 

② その他 

  今般の被災等により、訪問介護等に従事する介護職員が不足した場合、

例えば、一時的に通所介護事業所の職員（介護職員初任者研修修了者）を

代わりに従事させるときは、通常、介護保険法第 75条等に規定する届出

を行う必要があるが、緊急性の高さに鑑み、届出時期の猶予等の柔軟な運

用を図り、被災者等のサービスの確保に努められたい。 

なお、平成 11年 4月 20日の全国課長会議において、「運営規程の内容

のうち『従業者の職種、員数及び職務の内容』については、その変更の届

出は１年のうちの一定の時期に行うことで足りる」旨の周知を行ってお

り、適宜参照されたい。 

 

 (2) 通所介護・認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・療養通所介護 

今般の被災等により、通所介護事業所等の浴槽等の入浴設備が損壊し、

入浴サービスが提供できなくなった場合であっても、事業所が利用者のニ

ーズを確認し、清拭・部分浴など入浴介助に準ずるサービスを提供してい

ると認められるときは、入浴介助加算又は入浴介助体制加算の算定が可能

である。 

 

(3)  介護予防通所リハビリテーション 

今般の被災等により、介護予防通所リハビリテーションが休業し、利

用者に対して、介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等

のサービスが提供できなかった場合には、当該利用者については、日割

り計算を行うこととする。 

一方、休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供され

た利用者については、日割り計算は行わない。 

日割り計算の方法は、月の総日数から、災害の影響により休業した期

間（定期休業日を含む。）を差し引いた日数分について請求することと

する。 
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なお、介護予防通所リハビリテーションが燃料の調達が困難であった

ために、送迎に支障が生じたことにより、適切な利用回数等のサービス

が提供できなかった場合も、同様の取扱いとする。 

 

(4)  訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション 

・社会参加支援加算の算定要件について 

今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行っ

た事業所については、社会参加支援加算の要件の算出の際、当該利用者数等

を除外して差し支えない。 

 

(5) 通所介護・通所リハビリテーション 

・中重度者ケア体制加算の算定要件について 

今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行

った事業所については、中重度者ケア体制加算の要件の算出の際、当該

利用者数等を除外して差し支えない。なお、通所介護の認知症加算につ

いても同様である。 

 

(6) 介護予防通所リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーショ

ン・通所型サービス（総合事業） 

・事業所評価加算の算定要件について 

今般の災害等やむを得ない事情により、新規利用者の受け入れ等を行

った事業所については、事業所評価加算の基準の要件の算出の際、当該

利用者数等を除外して差し支えない。 

 

(7) 短期入所生活介護 

    短期入所生活介護における長期利用者に対する減算（自費利用などを挟

み実質連続 30 日を超える利用者について基本報酬を減算するもの）につ

いて、今般の被災により、在宅に戻れずやむを得ず短期入所生活介護を継

続している場合には、適用しない取扱いが可能である。 

 

 (8) （介護予防）福祉用具貸与 

   被災前に使用していた福祉用具が滅失又は破損した場合は、再度、貸与

を受けることが可能である。 

 

(9) 特定（介護予防）福祉用具販売 

    被災前に購入していた特定（介護予防）福祉用具が滅失又は破損し、再
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度同一の福祉用具を購入する場合には、介護保険法施行規則第 70条第 2項

に定める「特別の事情がある」ものとして、当該購入に係る費用に対し保

険給付することは可能である。 

 

 (10) 居宅介護支援 

  ① 介護支援専門員が担当する件数が 40件を超えた場合 

    被災地や被災地から避難者を受け入れた場合について、介護支援専門

員が、やむを得ず一時的に 40件を超える利用者を担当することになった

場合においては、40 件を超える部分について、居宅介護支援費の減額を

行わないことが可能である。 

  ② 利用者の居宅を訪問できない場合 

    被災による交通手段の寸断等により、利用者の居宅を訪問できない等、

やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の

減額を行わないことが可能である。 

  ③ 特定事業所集中減算 

    被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護

事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービス

が集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能である。 

 

 (11)  介護保険施設（※） 

  ① 避難前と避難後で別のケアを行っている場合 

    避難前の施設等においてユニットケアを受けていた利用者が、避難先

において従来型個室などの異なる環境でサービスを受けている場合、避

難前の施設等において提供していたサービス（ユニットケア）を継続して

提供していると判断できるときは、従前の算定区分により請求して差し

支えない。 

    ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が

長期的に行われることは適当ではないため、適切なサービスを提供でき

る受け入れ先等の確保に努めること。 

  ② ユニット型個室を多床室として使用した場合 

    避難者を受け入れて入所させた施設において、これまでユニット型個

室として使用していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提供

してきたユニットケアが継続して提供していると判断できるときは、こ

れまでの利用者の了解を得た上で、これまでの利用者及び被災者の双方

について、ユニット型個室の区分により請求して差し支えない。 

ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が
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長期的に行われることは適当ではないため、適切なサービスを提供でき

る受け入れ先等の確保に努めること。 

  ③ 被災地における施設基準の考え方について 

    被災地の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を

入所又は入院させたことにより、指定等基準、基本施設サービス費及び

加算に係る施設基準について、被災前にこれらを満たしていた介護保険

施設が、当該基準を満たさなくなった場合であっても、当面の間、直ち

に施設基準の変更の届出を行う必要はない。 

  ④ 被災地以外における施設基準の考え方について 

    被災地以外の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護

者を入所又は入院させた場合にあっては、指定等基準、基本施設サービ

ス費及び加算に係る施設基準については、当面の間、被災地から受け入

れた入所者又は入院患者を除いて算出することができる。 

 

（※）介護老人保健施設、病院、診療所及び介護医療院により行われる（介護

予防）短期入所療養介護を含み、①及び②については（介護予防）短期入所

生活介護を含む。 

 

 

 



 

 

事 務 連 絡 

令和２年２月24日 

 

 

都道府県 

各  指定都市 介護保険担当主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

振 興 課 

老 人 保 健 課 

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 

の臨時的な取扱いについて（第２報） 

 

 

今般、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」（令和２年２

月17日）が公表されたところです。今後、介護サービス事業所等（通所、短期入所

等に限る。以下、同じ。）において、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応

等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。 

この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔

軟な取扱いを可能としますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るよう

よろしくお願いいたします。 

具体的な取扱いについては、「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬

等の取扱いについて」（令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推

進室ほか連名事務連絡）における取扱いの考え方を参考にしていただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

また、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場

合等の対応について」（令和２年２月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか

連名事務連絡）における取り扱いを踏まえ、介護サービス事業所等について、都

道府県、保健所を設置する市又は特別区（以下、「都道府県等」という。）から

の休業の要請を受けて休業している場合においても、都道府県等と相談し、ま

た、利用者等の意向を確認した上で、「令和元年台風第19号に伴う災害における

介護報酬等の取扱いについて」における取扱いの考え方を参考に、別紙1「都道府

県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて」のと

おり、実際に提供したサービスについて、相応の介護報酬の算定が可能です。

TKNJE
テキスト ボックス
（別添24）23）



別紙 1 

 

都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて 

 

1. 休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、当該事業

所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合 

算定方法 

通常提供しているサービス費と同様に、サービス提供時間等に応じ介護報酬を

算定すること 

 

2. 居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整え

た上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービ

スを提供した場合 

算定方法（通所系サービスの場合） 

提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分（通所系サービスの報酬区分）

を算定する。 

ただし、サービス提供時間が短時間（通所介護であれば２時間未満、通所リハ

であれば１時間未満）の場合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分（通

所介護であれば２時間以上３時間未満、通所リハであれば１時間以上２時間未満

の報酬区分）で算定する。 

なお、当該利用者に通常提供しているサービスに対応し、１日に複数回の訪問

を行い、サービスを提供する場合には、それぞれのサービス提供時間に応じた報

酬区分を算定できるものとするが、１日に算定できる報酬は居宅サービス計画書

に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限とし、その場合は、居宅介護サ

ービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分で算定する。 

 

※ なお、居宅サービス計画書に基づいて通常提供しているサービスが提供され

ていた場合に算定できていた加算・減算については、引き続き、加算・減算を

行うものとする。ただし、その他新型コロナウイルス感染症の患者等への対

応等により、一時的に算定基準を満たすことができなくなる場合等について

は、「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」

における取扱いに準じることに留意されたい。 

 

 



 

 

事 務 連 絡 

令和２年２月 28 日 

都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

高 齢 者 支 援 課 

振 興 課 

老 人 保 健 課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 

の臨時的な取扱いについて（第３報） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに

ついて」（令和 2 年 2 月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連

絡）及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取

扱いについて（第２報）」（令和２年２月 24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室

ほか連名事務連絡。以下「第２報」という。）でお示ししているところです。 

本日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取

扱いについて（第３報）」を送付いたしますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を

図るようお願いいたします。 

 

 

  

TKNJE
テキスト ボックス
（別添25）



 

 

問１ 新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員

基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いは可能か。 

（答） 

可能である。 

 

問２ 第２報の別紙１で示された取扱いは、介護予防通所リハビリテーションにおいて、

サービス提供を行う場合も対象となるのか。 

（答） 

対象となる。 

 

問３ 第２報で示された取扱は、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場

合における取扱いとして示されたが、感染拡大防止の観点から特に必要と考えられる

ことから介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いが可能か。 

（答） 

可能である。 

 

問４ 介護予防通所リハビリテーション事業所が月途中で休業し、その後介護予防通所

リハビリテーションのサービス提供が中断された場合の算定はどうするか。 

（答） 

介護予防通所リハビリテーションの月額報酬を日割りで、計算して算定する。 

 

問５ 介護予防通所リハビリテーション事業所が休業を行ったときの代替サービスとし

て、新規に異なる介護予防訪問リハビリテーション事業所が、サービス提供を行った場

合の算定はどうなるのか。 

（答） 

介護予防訪問リハビリテーションの基本サービス費を算定する。 

 

問６ 介護予防通所リハビリテーション事業所が休業を行ったときの代替サービスとし

て、既に計画上サービス提供を行うこととされていた介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業所が、当初計画されていたサービスに上乗せしてサービス提供した場合の算定

はどうなるのか。 

（答） 

代替サービス分を別途、介護予防訪問リハビリテーションとして算定可能である。 

 

 

 

 



 

 

問７ 認知症介護実践者等養成事業の実施について（平成 18年３月 31日老発第 0331010

号厚生労働省老健局長通知）に規定される（介護予防）認知症対応型通所介護事業所

の管理者、（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅

介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員並びに（介護予防）認知症対応型共同

生活介護事業所の代表者・管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられて

いる各種研修の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、延期する

措置を行ってもよいか。 

   また、この場合、受講できなかったことにより、新たに指定を受け事業所を開設す

る場合を除き、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えないか。 

（答） 

貴見のとおり。なお、新たに指定を受け開設する事業所については、利用者への影響

等を勘案し、必要に応じて、特定の者のみを対象に研修を実施するなど代替措置等を検

討いただきたい。 

なお、原則として、延期後直近に開催される研修を受講する必要がある。 

 

問８ 運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催について、新型コロナウイルス感染

症への対応として、その開催を延期、中止する等の措置を行ってもよいか。 

（答） 

運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催については、感染拡大防止の観点か

ら、文書による情報提供・報告、延期、中止等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に

取り扱って差し支えない。 

なお、安全・サービス提供管理委員会の開催についても同様である。 

 

問９ 居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。 

（答） 

感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以

外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能であ

る。 

なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽

微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。 

 

 

 

 

 

 



 

 

問 10 小規模多機能型居宅介護等の外部評価について、新型コロナウイルス感染症への

対応として、その実施を延期、中止する等の措置を行ってもよいか。 

   また、認知症対応型共同生活介護の外部評価について、運営推進会議を過去１年間

に６回以上開催していることが実施回数の緩和要件となっているが、運営推進会議

を開催出来なかった場合、緩和要件を満たしていないことになるか。 

（答） 

外部評価の実施については、感染拡大防止の観点から、文書による実施、延期、中止

等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱って差し支えない。 

また、認知症対応型共同生活介護の外部評価の実施回数の緩和については、上記運営

推進会議の開催のとおり柔軟に取り扱った内容やこれまでの外部評価の実施状況等も踏

まえ、都道府県において、適切に判断されたい。 

 

問 11 （看護）小規模多機能型居宅介護において、新型コロナウイルス感染症への対策

を行ったため、サービス提供が過少（登録者 1 人当たり平均回数が週４回に満たな

い場合）となった場合、減算を行わなければならないのか。 

（答） 

以下の場合は減算しないこととして差し支えない。 

・ 職員が発熱等により出勤を控えたことにより、サービス提供体制が整わず、その

結果としてサービス提供が過少となった場合。 

・ 都道府県等の休業要請により通いサービス・宿泊サービスを休業した結果、過少

サービスとなった場合。 

なお、通いサービス・宿泊サービスを休業した場合であっても、在宅高齢者の介護サ

ービスを確保するため、個別サービス計画の内容を踏まえた上で、できる限り訪問サー

ビスを提供されたい。 

 

 

【お問い合わせ】 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（代表） 

・認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護等について 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室（内線３９７５、３９７３） 

・介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護等について 

厚生労働省老健局高齢者支援課（内線３９２９、３９７１） 

・訪問介護、通所介護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護等について 

厚生労働省老健局振興課（内線３９３７、３９７９） 

・介護老人保健施設、介護医療院、介護予防通所リハビリ等について 

厚生労働省老健局老人保健課（内線３９４８、３９４９） 
 



事 務 連 絡 

令和２年２月２０日 

 

 

都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省社会・援護局    

障害保健福祉部障害福祉課  

 

 

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について 

 

 

今後、新型コロナウイルスへの対応に伴い、障害福祉サービス事業所等の運営

にも影響が及び、特に就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所においては、生産活動収入

の大幅な減少も予測されます。 

就労継続支援Ａ型については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運

営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。）

第192条第６項では、「賃金及び第３項に規定する工賃の支払いに要する額は、

原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむ

を得ない理由がある場合は、この限りでない。」とされていますが、今回の新型

コロナウイルスへの対応等により、生産活動収入の減少が見込まれるときには、

指定基準同条同項ただし書を適用することができます。 

また、就労継続支援Ｂ型についても、「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービス等及び基準該当障害

福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留

意事項について（平成18年10月31日付け障発第1031001号厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部長通知）」により、前年度の平均工賃月額の算定に当たって、

インフルエンザ等の流行性疾患により連続１週間以上の長期に渡って利用でき

なくなった者については、工賃支払対象者の総数から除外することが可能とな

っていることから、今回の新型コロナウイルスへの対応についても同様に取り

扱うこととして差し支えありません。さらに、同通知において、災害等で一定の
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条件を満たす場合には、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を基本報酬の

算定区分とするとされているところであり、今回の新型コロナウイルスへの対

応についても、同様に取り扱うことを可能とします。具体的には、当該事業所又

は取引先企業等において新型コロナウイルスへの対応が必要となった場合にお

いて、これに伴い、生産活動収入の減少が見込まれ、当該事業所の工賃支払額が

減少することが明らかであると都道府県、指定都市又は中核市が認めた場合に

も可能とします。 

なお、就労継続支援事業所や就労移行支援事業所については、国内の感染拡大

防止に万全を期すため、「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応

について（その２）（令和２年２月14日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総

合対策室ほか連名事務連絡）」等を踏まえ、感染症対策等に努めていただいてい

るところですが、これに引き続き対応いただくとともに、市町村においても、例

えば、事業所が在宅でのサービス提供が可能である場合には、必要に応じて、在

宅でのサービス利用を認める等、感染拡大防止の観点から柔軟な対応を適宜検

討いただきますようお願いいたします。 

以上について、各都道府県、指定都市又は中核市におかれましては、特段の配

慮をしていただくとともに、市町村、就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所等への周知

をお願いいたします。 



 

事 務 連 絡 

令和２年２月20日 

 

 

都道府県 

各  指定都市 障害保健福祉主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等 

の臨時的な取扱いについて（第２報） 

 

 

今般、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」（令和２年２

月17日）が公表されたところです。今後、障害福祉サービス等事業所において、新

型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすこ

とができなくなる場合等が想定されます。 

この場合について、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等

については、柔軟な取扱いを可能としますので、管内市町村、サービス事業所等に

周知を図るようよろしくお願いいたします。 

具体的な取扱いについては、「令和元年度台風第19号により被災した障害者等に

対する支給決定等について」（令和元年10月15日付厚生労働省障害保健福祉部企画

課自立支援振興室ほか連名事務連絡）における取扱いの考え方を参考にしていただ

きますようよろしくお願いいたします。 

なお、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、 

・ 都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業して

いる場合 

・ サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染する

おそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市

町村が判断する場合 

に利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行

ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提

供しているものとして、報酬の対象とすることが可能です。 
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事 務 連 絡 

令和元年 10 月 15 日 

都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局） 御中 

中核市 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

企画課自立支援振興室 

障 害 福 祉 課 

精 神 ・ 障 害 保 健 課 

 

令和元年台風第 19号により被災した障害者等に対する 

支給決定等について 

 

この度の令和元年台風第 19号に伴う災害（以下「当該災害」という。）により

被災した障害者又は障害児の保護者（以下「被災障害者等」という。）に対する

支給決定等については、下記のような取扱いとなりますので、管内市町村、障害

福祉サービス等事業者、指定自立支援医療機関等への周知をよろしくお願いい

たします。 

また、介護給付費等の取扱いについて、別添のとおり疑義解釈をまとめました

ので、当該疑義解釈につきましても、管内市町村、障害福祉サービス等事業者等

への周知をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．障害福祉サービス等関係 

１．他の市町村に避難した被災障害者等に対する支給決定について 

（１）当該災害の被災により避難先の市町村の区域内に居住地を有するに至っ

た被災障害者等に係る介護給付費等の支給決定については、避難先の市町村

において、現行のとおり障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成 17年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。）第

19条から第 22条までの規定、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 21条

の５の５から第 21条の５の７までの規定等に基づき行うものであること。補

装具費の支給についても同様であること。 

また、当該災害の被災により他の都道府県（指定都市及び児童相談所設置市

を含む。以下同じ。）の区域内に居住地を有するに至った障害児の保護者に係

る障害児入所給付費の支給決定についても、避難先の都道府県において、児童
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福祉法第 24条の２及び第 24条の３の規定等に基づき行うものであること。 

（２）（１）の取扱いの際、被災市町村又は被災市町村が属する都道府県（以下

「被災市町村等」という。）において現に支給決定を受けている被災障害者等

に係る支給決定の内容、障害支援区分等については、避難先の市町村又は都道

府県において当該被災市町村等に確認すること。 

ただし、被災市町村等に確認できない場合は、受給者証等の確認、被災障 

害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給決定を行われたい。 

（３）一時的な避難の場合など居住地が依然として被災市町村等にあると認め

られる場合における支給決定については、当該被災市町村等が行うものであ

ること。この場合において、市町村審査会を開催できない等の事情により、通

常の支給決定の手続をとることができないときは、既存の資料を活用すると

ともに、被災障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給決定を

行われたい（支給決定の変更をする場合も同様の取扱いとする。）。 

（４）また、障害支援区分認定者の転出入の際の障害支援区分認定証明書の取扱

いについては、支給決定通知において示しているが、被災地から転出した障害

支援区分認定者が転入先市町村に提出する障害支援区分認定証明書について、

転出元市町村が当該証明書を発行することが困難な場合においては、転入先

市町村は、改めて認定調査及び市町村審査会における審査判定手続きを経る

ことなく、被災障害者等からの聞き取りの結果等を勘案して、障害支援区分を

認定しても差し支えない。 

（５）被災障害者等につき緊急にサービスの提供が必要な場合については、市町

村又は都道府県は、必要なサービスを速やかに提供するため障害者総合支援

法第 30 条の規定による特例介護給付費等や児童福祉法第 21 条の５の４の規

定による特例障害児通所給付費を支給することができることとされているの

で留意されたい。 

なお、やむを得ない事由により介護給付費等又は障害児通所給付費及び障

害児入所給付費の支給を受けることが著しく困難であると認められる場合は、

身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 18条第１項若しくは第２項、

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第 15 条の４若しくは第 16 条

第１項第２号又は児童福祉法第 21 条の６若しくは第 27 条第１項第３号の規

定による措置を採ることができることとされているので留意されたい。 

 

２．受給者証等の提示について 

当該災害の被災により受給者証又は施設受給者証（以下「受給者証等」という。）

を紛失し又は家屋に置いたまま避難している等の事情があり受給者証等を提示

することができない場合には、障害者総合支援法第 29条第２項ただし書又は児



童福祉法第 21条の５の７第 10項及び第 24条の３第７項ただし書の規定により

受給者証等を提示しなくても指定障害福祉サービス等又は指定通所支援及び指

定入所支援を受けることができるものであること。 

この場合、サービス事業者等においては、受給者証等を交付している被災市町

村等に当該被災障害者等に係る支給決定の内容について確認されたい。 

ただし、サービス事業者等において被災市町村等に確認することができない

場合には、当該被災障害者等から、受給者証等の交付を受けている者であること、

氏名、生年月日、居住地及び支給決定の内容を聞き取ることにより、指定障害福

祉サービス等又は指定施設支援を提供することとして差し支えない。 

なお、被災により受給者証等を紛失した被災障害者等に対しては、上記の取扱

いについて周知するとともに、可能な限り速やかに再交付申請を行うよう勧奨

されたい。 

 

 

Ⅱ．自立支援医療関係 

１．他の市町村等に避難した被災障害者等に対する支給認定について 

（１）被災障害者が当該災害の被災により避難先の市町村等の区域内に居住地

を有するに至った場合、育成医療及び更生医療については、避難先の市町村に

おいて、精神通院医療については、避難先の都道府県及び指定都市において、

障害者総合支援法第 52 条から第 54 条までの規定等に基づき支給認定を行う

こととする。 

また、精神通院医療の申請書は居住地の市町村を経由することとしている

が、この取扱いについても、避難先の市町村を経由すること。 

なお、この場合、支給認定の申請の際に添付することとされている世帯の所

得の状況等が確認できる資料等の書類については、実情に即した弾力的な対

応として差し支えないものとする。 

（２）一時的な避難の場合など居住地が依然として避難元の市町村（精神通院医

療は都道府県及び指定都市と読替える。以下同じ。）にあると認められる場合、

当該避難元の市町村が支給認定を行うこととする。この場合において、通常の

支給認定を行うことができないときは、既存の資料を活用するとともに、被災

障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給認定を行われたい

（支給認定の変更をする場合も同様の取扱いとする）。 

（３）新規申請に係る有効期間の始期の取扱いについては、当該災害の影響によ

り申請を行うことが相当期間困難であったと認められる場合に限り、市町村

の判断により、申請日又は医師の意見書（診断書）作成日を有効期間の始期と

する取扱いをしても差し支えない。 



なお、更生医療については、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者

の要件があることから、有効期間の始期の取扱いに注意すること。 

（４）被災障害者等に対する支給認定に当たっては、必要な自立支援医療が円滑

に提供されるよう、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。 

 

２．受給者証の提示等について 

「令和元年台風第 19号による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」（令

和元年 10 月 13 日付け厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡）に基づき実施す

ること。 

（参考：事務連絡抜粋） 

自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立

支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及

び住所を確認することにより、受診できるものとする。 

また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証

に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支

給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機

関以外の医療機関でも受診できるものとする。 

  



 

令和元年台風第 19号による被災に伴う介護給付費等 

（療養介護医療費、障害児通所給付費及び障害児入所給付費等を含む。）の取

扱いについて 

 

１．令和元年台風第 19号による被災に伴い、生活介護、短期入所、施設入所支

援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、旧法身体障害者

更生援護施設、旧法知的障害者援護施設、障害児通所支援及び障害児入所施設

において定員を超過して被災障害者等を受け入れた場合、定員超過利用減算

を適用しないことが可能か。 

（答） 

定員超過利用減算を適用しない取扱いが可能である。また、共同生活援助に

おいて、被災障害者等を受け入れたことにより大規模住居に該当することと

なった場合についても、大規模住居減算を適用しない取扱いが可能である。 

 

２．被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し人員基準を満た

すことができなくなる場合については、人員基準を満たさないことによる減

額措置を適用しないことが可能か。 

（答） 

減額措置を適用しないことが可能である。なお、基準以上の人員配置をし

た場合に算定可能となる加算（人員配置体制加算等）や、有資格者等を配置

した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算（福祉専門職員配

置等加算等）についても、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応を可能と

する。 

また、世話人等の配置状況に応じて設定される共同生活援助等の基本報酬

についても、従前の（派遣前の配置人数に基づく）報酬の算定を可能とする。 

 

３．避難所において居宅サービスを受けた場合、介護給付費等が算定できるのか。 

（答） 

「災害により被災した要援護障害者等への対応について」（平成 27 年１月

15 日付け厚生労働省・社会局障害保健福祉部企画課ほか事務連絡）において

連絡したとおり、避難所等で生活している者に対して居宅サービスを提供し

た場合、介護給付費等の算定が可能である。 

 

４．被災等のために障害者支援施設、グループホーム等の入所者等が、一時的に

別の障害者支援施設、グループホーム等に避難している場合、介護給付費等は

別添 



どのような取扱いとすればよいのか。 

（答） 

被災等のため、別の施設等の定員を超過するなどして、入所等した場合は、

避難先の施設等において介護給付費等を請求する取扱いとなる。 

仮に、別の施設等に一時避難する場合であって、提供しているサービスを継

続して提供できていると判断した場合においては、避難前の施設等において

介護給付費等を請求し、その上で、避難先の施設等に対して、必要な費用を支

払うなどの取扱いとされたい。 

 

５．被災等のために障害者支援施設、共同生活援助等の入所者が、一時的に別の

医療機関に避難している場合、介護給付費等はどのような取扱いとすればよ

いのか。 

（答） 

一時避難であれば、従前（避難前）の介護給付費等を従前の施設等が請求す

る取扱いとする。その上で、従前の施設等から避難先の医療機関に対して、介

護給付費等を支払うなどの取扱いとされたい。 

 

６．被災等のため、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等が全壊等により、

施設等の介護職員等及び利用者が避難所等に避難し、介護職員等が避難所に

いる利用者に対し、障害福祉サービスを提供した場合、従前どおり介護給付費

等を請求できるか。 

（答） 

施設等において提供している障害福祉サービスを継続して提供できている

と判断できれば、介護給付費等を請求することは可能である。 

なお、施設等の入所者等の中には医療必要度の高い方もいることが想定さ

れるため、できるだけ、適切なサービスを提供できるよう受入れ先等の確保に

努めていただきたい。 

 

７．障害福祉サービス事業所等が全半壊し、これに代替する仮設の建物等を利用

してサービスの提供を行う場合、当該サービス提供にかかる費用を介護給付

費等として請求することは可能か。 

（答） 

障害福祉サービス事業所等の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建

物等（以下「仮設障害福祉サービス事業所等」という。）においてサービスを

提供する場合、当該仮設障害福祉サービス事業所等において提供するサービ

スと、これまで提供していたサービスとの間に継続性が認められる場合、介護



給付費等として請求することが可能である。 

 

８．職員が、被災地で健康相談等のボランティアを行った場合により出勤できな

かったケースについて、人員基準を満たさないことによる減額措置を適用し

ないことが可能か。 

（答） 

減額措置を適用しない取扱いが可能である。なお、日中活動サービス事業所

の看護職員については、不在の場合であっても、他の医療機関や事業所等の看

護職員と緊密な連携を図る等の対応を図るよう努めること。 

 

９．居宅介護等の特定事業所加算の算定要件である、定期的な会議の開催等やサ

ービス提供前の文書等による指示・サービス提供後の報告について、被災地等

においては困難を生じる場合があるが、取扱い如何。 

（答） 

今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たせなかった場合について

も、当該加算の算定は可能とする。 

 

10．令和元年台風第 19号による被災により、サービス提供量が増加した場合等

の特定事業所加算に関する割合の計算方法及び居宅介護等のサービス提供責

任者の配置基準の取扱い如何。 

（答） 

今般の被災等の影響により、介護職員等の増員や新規入所者の受入れ、サー

ビス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算を有資格者

割合や重度障害者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数

の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出する取扱いを可能とす

る。 



 事 務 連 絡 

令和２年２月 25日  

 

   都道府県 

 各 指定都市 障害保健福祉主管部（局） 御中 

   中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る 

障害者（児）への相談支援の実施等について 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支

援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24年厚生労働省令第 28号）及び児童福祉法

に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24年厚生労働省令

第 29号）等については、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための柔軟な取扱いを可能

としますので、管内市区町村や関係事業者等への周知をよろしくお願いいたします。 

なお、具体的な取扱いについては、「令和元年台風第 19号による災害に伴う障害者（児）

への相談支援の実施等について」（令和元年 10月 13日付厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課事務連絡）の２（２）における取扱いの考え方を参考にしてくださいま

すようよろしくお願いいたします。 
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別 添 

事 務 連 絡 

令和元年 10月 13日  

 

   都道府県 

 各 指定都市 障害保健福祉主管部（局） 御中 

   中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 

 

令和元年台風第 19号による災害に伴う障害者（児）への相談支援の実施等について 

 

今般の令和元年台風第 19号による災害に伴う対応につきましては、必要な支援の確保等、

障害者（児）の支援に各種ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

標記災害の発生等により避難所等に避難している障害者（児）や被災地域等で生活を続

けている障害者（児）について、必要な支援を行うための積極的な状況把握とそれに基づ

く適切な障害福祉サービスの提供が急務となっております。 

避難所等における障害福祉サービスの提供については、災害救助法（昭和 22 年法律第

118 号）が適用された自治体宛て別途発出した「災害により被災した要援護障害者等への

対応について」（令和元年 10月 13日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課）

により、弾力的に対応できることとしていますが、避難所等で生活する障害者（児）を必

要なサービスにつなげるためには、相談支援の果たすべき役割が重要です。 

つきましては、障害者（児）の状況把握やケアマネジメント等の支援を行う相談支援事

業の取扱いについて、下記のとおりとしますので、障害者（児）の適切な支援にご尽力い

ただきますようお願い申し上げるとともに、管内市区町村や関係事業者等への周知をよろ

しくお願い申し上げます。 

記 

 

１．障害者（児）の安否確認と適切な支援の実施について 

被災地等においては、交通・通信事情が十分に確保されていない状況下ですが、市町

村が障害者（児）についての安否確認を行うとともに、相談支援事業者等と連携しつつ、

課題の把握（アセスメント）を行い、必要なサービス提供につなげることが重要です。 

  とりわけ、施設や自宅等から避難し、避難所等で生活する障害者（児）や被災地域で

生活を続けている障害者（児）については、相談支援事業者と障害福祉サービス事業者、

医療機関等が連携して適切なサービス提供につながるよう配慮をお願いします。 



 

２．計画相談支援事業の活用について 

避難所等で生活する障害者（児）への相談支援の実施に当たっては、計画相談支援事

業を活用しつつ、必要となる訪問系サービス、日中活動系サービス、インフォーマルサ

ービス等、具体的な支援措置につなげるようお願いします。 

 

（１）サービス利用支援及び継続サービス利用支援について 

避難所等における障害者（児）等が障害福祉サービスを利用する場合に係るサービ

ス利用支援や継続サービス利用支援については、計画相談支援給付費の支給対象とな

ります。 

 

（２）運営基準等の柔軟な取扱い 

計画相談支援の事業の基準（障害者総合支援法第 51 条の 24）については、今般の

災害に係る被災状況に鑑み、被災地の避難者の受入れを行っている事業者が形式的に

基準等を満たさないことをもって、指導等を行うことのないよう柔軟に取り扱ってく

ださい。 

例えば、障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関す

る基準第 15条第３項に定めるサービス利用計画の実施状況の把握（モニタリング）に

ついて、道路・鉄道等の交通の寸断、ガソリン不足等による移動手段の確保が困難な

場合は、電話等により本人又は家族へ確認したことを記録することをもって行うこと

を可能とするとともに、同条第２項第 11号に定めるサービス担当者会議についても、

各サービス担当者への電話や文書等の照会により行って差し支えありません。また、

特定事業所加算等の加算について、やむを得ず一時的に要件を満たさなかった場合に

おいても、引き続き算定することが可能です。 

 

３．利用者が遠隔地等へ避難する場合の円滑なサービス提供について 

利用者が遠隔地等へ避難する場合においては、被災地と避難先の相談支援事業者や障

害福祉サービス事業者等が利用者の情報を共有するなど、円滑に引き継がれるように配

慮をお願いします。 



事 務 連 絡 

令和２年２月 27 日 

  都道府県 

各 政令指定都市  障害児支援主管部（局） 御中 

  中核市 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての 

放課後等デイサービス事業所等の対応について 

 

新型コロナウイルス感染症への対応については、令和２年２月 25 日新型コロナウ

イルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」等に基づき

取り組んでいただいているところですが、このたび小学校、中学校、高等学校、特別

支援学校等について一斉臨時休業が要請されたことを踏まえ、放課後等デイサービス

事業所（以下「事業所」という。）等における対応について、下記のとおり取りまと

めましたので、管内市町村に対し周知をお願いいたします。 

 

記 

 
○ 放課後等デイサービスについては、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児

童生徒（以下「幼児児童生徒」という。）が利用するものであり、当該幼児児童生徒

には、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で１人で過ごすことができない幼児児

童生徒がいることも考えられることから、感染の予防に留意した上で、原則として

開所していただくようお願いするとともに、開所時間については可能な限り長時間

とするなどの対応をお願いすること。 

 

○ また、「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスを除く。）における感染拡大防

止のための留意点について（令和２年２月 24 日厚生労働省健康局結核感染症課ほか

連名事務連絡）」においてお示ししているとおり、幼児児童生徒の受入れに当たって

は本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には利用を断

る取扱いとし、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過

し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとすることを改めて周知する

こと。 

 

○ 教育委員会等から福祉部局に対して連携の要請があった場合には、教育委員会等

に対して、受入可能人数について情報提供するなど必要な協力を行うこと。なお、

放課後等デイサービスの利用を希望する保護者等からの連絡が直接事業所に寄せら

れ、事業所において調整を行うことが困難な場合には、保護者等に対し、利用調整
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を行っている教育委員会又は学校長に放課後等デイサービスの利用を希望する旨を

伝えていただくよう案内すること。 

 

○ 幼児児童生徒の受入れに当たっては、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉

サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第２報）（令和２年２月

20 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）」においてお示し

しているとおり、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等につい

ては、柔軟な取扱いを可能とすることを改めて周知すること。 

 

○ 臨時休業日に放課後等デイサービスの支援を提供した場合にあっては、「平成 27

年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 27 年３月 31 日厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）」問 69 においてお示ししている

通り、休業日扱いで基本報酬を算定してよい取り扱いを改めて周知すること。 

 

○ なお、児童発達支援事業所についても同様に、感染の予防に留意した上で原則開

所していただくようお願いすること。 

 

以上 
 

  

平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（抜粋） 

問 69 放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。 

具体的には以下のことを指す。 

・学校教育法施行規則第 61 条及び第 62 条の規定に基づく休業日（公立学校にお

いては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日、私立学校に

おいては、当該学校の学則で定める日） 

・学校教育法施行規則第 63 条等の規定に基づく授業が行われない日、又は臨時

休校の日（例えば、インフルエンザ等により臨時休校の日） 

なお、学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した

場合であっても、休業日の取扱いとはしない。 



（参考資料） 

・新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時

的な取扱いについて（第２報）（令和２年２月 20 日厚生労働省障害保健福祉部障

害福祉課事務連絡） 

・社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスを除く。）における感染拡大防止のた

めの留意点について（令和２年２月 24 日厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課事

務連絡） 

 

 

・厚生労働省ホームページ 

自治体・医療機関向けの情報一覧（新型コロナウイルス感染症） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３０３７，３１０２） 

ＦＡＸ：０３－３５９１－８９１４ 

E-mail：shougaijishien@mhlw.go.jp 

 



事 務 連 絡 

令和２年２月 28 日 

  都道府県 

各 政令指定都市  障害児支援主管部（局） 御中 

  中核市 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての 

放課後等デイサービス事業所等の対応について（その２） 

 

新型コロナウイルス感染症への対応については、令和２年２月 25 日新型コロナウ

イルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」や令和２年

２月 27 日事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連

しての放課後等デイサービス事業所等の対応について」等に基づき取り組んでいただ

いているところですが、令和２年２月 28 日付文部科学事務次官通知「新型コロナウ

イルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一

斉臨時休業について」が発出されたことを踏まえ、放課後等デイサービス事業所等に

おける対応について、下記のとおり追加して取りまとめましたので、管内市町村に対

し周知をお願いいたします。 

 

記 

 
１. 令和２年２月 27 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための学校

の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について」におい

て、「教育委員会等から福祉部局に対して連携の要請があった場合には、教育委員

会等に対して、受入可能人数について情報提供するなど必要な協力を行うこと。」

としていた。 

このたび、令和２年２月 28 日付文部科学事務次官通知「新型コロナウイルス感

染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨

時休業について」（以下「文科省通知」という。）において、「特別支援学校等に在

籍する障害のある幼児児童生徒には、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で１

人で過ごすことができない幼児児童生徒がいることも考えられることから、各教

育委員会等においては福祉部局や福祉事業所と連携したうえで、地域の障害福祉

サービス等も活用して、幼児児童生徒の居場所の確保に取り組むこと。」とされた

ことを踏まえ、改めて教育委員会等に対して必要な協力をお願いする。 

 

２．放課後等デイサービスの利用を希望する保護者等からの連絡が直接事業所に寄

MYPJK
テキスト ボックス
（別添30）



せられ、事業所において調整を行うことが困難な場合には、保護者等に対し、利

用調整を行っている教育委員会又は学校長に放課後等デイサービスの利用を希望

する旨を伝えていただくよう案内することについても改めてお願いする。 

 

３．文科省通知において、「やむを得ず，福祉サービスの人員確保の問題等で幼児児

童生徒の居場所を確保できない場合等，臨時休業措置をとれない場合は，多くの

幼児児童生徒が同じ場所に長時間集まることのないよう，必要な対策を行ったう

えで，必要最小限の人数に絞って登校させる等の特段の配慮を行うこと。」とされ

たことから、管内障害児の状況を確認し、必要に応じて教育委員会と連携しつつ、

児童の居場所の確保に努めるようお願いする。 

 

 

以上 
 

（参考資料） 

・新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援

学校等における一斉臨時休業について（令和２年２月 28 日付文部科学事務次官通

知） 

 

 

厚生労働省ホームページ 

自治体・医療機関向けの情報一覧（新型コロナウイルス感染症） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３０３７，３１０２） 

ＦＡＸ：０３－３５９１－８９１４ 

E-mail：shougaijishien@mhlw.go.jp 

 













事 務 連 絡 

令和２年２月 28日 

  都道府県 

各 政令指定都市  障害児支援主管部（局） 御中 

  中核市 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての 

放課後等デイサービス事業所等の対応について（その３） 

 

新型コロナウイルス感染症への対応については、令和２年２月 25日新型コロナウ

イルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」、令和２年

２月 27 日事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連

しての放課後等デイサービス事業所等の対応について」及び令和２年２月 28日事務

連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等

デイサービス事業所等の対応について（その２）」等に基づき取り組んでいただいて

いるところですが、令和２年２月 28 日付文部科学事務次官通知「新型コロナウイル

ス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨

時休業について」が発出されたことを踏まえ、放課後等デイサービス事業所（以下

「事業所」という。）等における対応について、下記のとおり追加して取りまとめま

したので、管内市町村に対し周知をお願いいたします。 

 

記 

 

○ このたび小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等について一斉臨時休業が要

請されたことに鑑み、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒（以下「幼

児児童生徒」という。）が利用する事業所においては、「新型コロナウイルス感染症

に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第２報）

（令和２年２月20日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）」

においてお示ししている、「障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、サービ

ス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがあ

る場合等」については、幼児児童生徒が新型コロナウイルスに感染することをおそ

れ、事業所を欠席する場合を含むこととし、幼児児童生徒の居宅等において健康管

理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通

常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、特例的に報

酬の対象とする旨を周知すること。 

  事業所においては、こういった措置を活用し、幼児児童生徒の受け入れを積極的

に行っていただきたい。 

MYPJK
テキスト ボックス
（別添31）



（参考資料） 

・新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時

的な取扱いについて（第２報）（令和２年２月 20日厚生労働省障害保健福祉部障

害福祉課事務連絡） 

 

 

・厚生労働省ホームページ 

自治体・医療機関向けの情報一覧（新型コロナウイルス感染症） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html 

 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３０３７，３１０２） 

ＦＡＸ：０３－３５９１－８９１４ 

E-mail：shougaijishien@mhlw.go.jp 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
mailto:shougaijishien@mhlw.go.jp


 

事 務 連 絡 

令和２年２月 25 日 

 

 

  都 道 府 県   

各 指 定 都 市  保育主管部（局） 

  中 核 市 

厚生労働省子ども家庭局保育課 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う保育所等の人員基準の取扱いについて 

 

今般、「社会福祉施設等における職員の確保について」（令和２年２月 17 日付

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室等連名事務連絡）に基づき、職

員の確保が困難な施設がある場合については、他施設等からの職員の応援が確

保されるよう必要な対応をお願いしているところです。 

今後、新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、保育所等において保育士等が

一時的に不足し、人員等の基準を満たすことが出来なくなるなどの場合が考え

られますが、人員、設備等の基準の適用については、利用児童の保育に可能な限

り影響が生じない範囲でご配慮いただきますよう、関係市区町村や保育所等、保

育関係団体に周知を図るようお願いいたします。 

 
 

（別添32）



事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ２ 月 1 8 日 

 

 

   都 道 府 県 

各  指 定 都 市  民生主管部局 御中 

   中 核 市 

    

 

 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る児童入所施設等の人員基準等の 

臨時的な取扱いについて 

 

 

今般、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」（令和２年２

月17日）が公表されたところです。今後、児童入所施設等において、新型コロナウ

イルス感染症の流行により職員の確保が困難になるなど、一時的に人員基準等を満

たすことができなくなる場合等が想定されます。 

この場合について、人員、設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能

としますので、管内市町村や児童福祉施設、関係団体等に周知を図るようよろしく

お願いいたします。 

なお、具体的な取扱いについては、「災害により被災した要援護者への対応及び

これに伴う特例措置等について」（平成30年６月18日付厚生労働省子ども家庭局家

庭福祉課ほか連名事務連絡）における取扱いの考え方を参考にしていただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 

 

（別添33）



事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ２ 月 2 0 日 

 

 

   都 道 府 県 

  指 定 都 市 

   中 核 市 

   児童相談所設置市 

 

 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る児童自立支援施設通所部及び 

児童心理治療施設通所部の臨時的な取扱いについて 

 

 

今般、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合

等の対応について」（令和２年２月18日付事務連絡）を各都道府県・指定都市・中

核市民生主管部（局）宛てに発出しております。 

児童自立支援施設通所部及び児童心理治療施設通所部におかれましても、十分留

意した上で、御対応よろしくお願いいたします。 

なお、公衆衛生対策の観点からの休業が必要であると判断した場合における暫定

定員の設定については、個々の状況に応じた柔軟な取扱いが可能ですので、管内児

童自立支援施設及び児童心理治療施設、関係団体等に周知を図るようよろしくお願

いしたします。 

各 民生主管部局 御中 

（別添34）



事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ２ 月 2 8 日 

 

   都 道 府 県 

  指 定 都 市 

   中 核 市 

   児童相談所設置市 

 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての 

児童養護施設等の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の流行による児童入所施設等の職員の確保について

は、「新型コロナウイルス感染症に係る児童入所施設等の人員基準等の臨時的な取

扱いについて」（令和２年２月18日付け事務連絡）において、人員、設備及び運営

基準等の柔軟な取扱いが可能な旨お示ししております。 

 今般、小学校、中学校、高等学校等について臨時休業が要請されたことを踏まえ

まして、以下のとおり取扱いをまとめましたので、管内児童福祉施設、関係団体等

に周知の上、適切な運用をお願いいたします。 

 

１．里親支援専門相談員等の専任職員の柔軟な配置について 

  里親支援専門相談員等、直接処遇職員又は該当する生活単位以外の勤務ローテ

ーションに入らないことが加算要件となっている職員については、小学校等の臨

時休業の期間においては、直接処遇職員又は該当する生活単位以外の勤務ローテ

ーションに入ることを可能とする。 
 

２．非常勤職員等の確保について 

  非常勤職員の勤務日数を増やす、新たな非常勤職員を雇う等、小学校等の臨時

休業の期間における日中の職員体制の確保のため、新たな費用が生じた場合のそ

の費用負担については、交付要綱第７に基づく厚生労働大臣の承認の対象とな

る。 

  なお、個別具体的に疑義があれば、当課措置費係に照会されたい。 
 

３．その他 

  ２の取扱いにより難い事案の場合は、個別協議により対応するものとする。 

各 民生主管部局 御中 

（別添35）


